
れ
な
い
ほ
ど
の
財
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
評
さ
れ
る
商
家
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
。

一
六
○
九
年
の
島
津
氏
に
よ
る
琉
球
侵
攻
後
、
徳
川
幕
府
の
鎖
国
政
策
が
厳
格

化
す
る
ま
で
の
数
十
年
間
、
鹿
児
島
城
下
は
琉
球
を
中
継
基
地
と
す
る
中
国
や

南
方
と
の
交
易
に
よ
っ
て
か
な
り
潤
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
文
学
の
テ
ク
ス

ト
ゆ
え
の
誇
張
は
差
し
引
い
て
受
け
止
め
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
上
方
や
江
戸
の

人
間
が
鹿
児
島
に
対
し
て
そ
の
豊
か
さ
ゆ
え
に
羨
望
の
眼
差
し
を
も
っ
て
い
た

こ
と
は
確
か
ら
し
い
。
鹿
児
島
市
立
長
田
中
学
校
の
敷
地
内
に
は
琉
球
館
跡
の

碑
が
あ
り
、
同
市
の
磯
街
道
に
は
琉
球
船
が
入
港
の
目
印
に
し
た
と
さ
れ
る
琉

球
松
が
生
え
て
い
る
。
鹿
児
島
城
下
と
琉
球
と
の
交
易
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
経
路
に
あ
た
る
ト
カ
ラ
列
島
も
自
然
、
豊
か
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
当
時
の
船
舶
事
情
や
航
海
技
術
か
ら
し
て
、
ト
カ
ラ
列
島
を
経
由
し

な
い
直
行
の
琉
球
行
き
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
、
島
津
氏
に

よ
る
琉
球
侵
攻
に
つ
い
て
記
し
た
「
市
来
孫
兵
衛
琉
球
征
伐
日
記
」
に
は
、
ト

カ
ラ
列
島
を
頼
り
に
し
つ
つ
島
津
軍
が
琉
球
に
辿
り
付
い
た
さ
ま
が
よ
く
記
し

離
島
が
貧
し
く
て
不
便
だ
と
い
う
の
は
、
先
入
観
、
偏
見
と
い
う
名
の
、
近

代
日
本
人
の
一
種
の
病
弊
で
あ
る
。
ハ
ワ
イ
も
フ
ィ
ジ
ー
も
離
島
で
は
な
い

か
。
鹿
児
島
の
南
に
浮
か
ぶ
ト
カ
ラ
列
島
（
十
島
村
）
は
、
種
子
島
、
奄
美
大

島
の
よ
う
な
大
き
な
島
で
な
い
ぶ
ん
、
な
お
貧
し
さ
の
印
象
は
強
い
と
思
わ
れ

る
。
不
便
で
あ
る
こ
と
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
貧
し
い
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
認
識
の
変
革
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
。
『
十
島
村
文
化
財
調
査

報
告
書
第
二
集
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
一
九
世
紀
半
ば
の
中
之
島
の
状
況

じ
つ
と
う

や
、
「
拾
島
状
況
録
」
（
昭
和
十
四
年
）
の
語
る
ト
カ
ラ
列
島
の
状
況
を
み
る
と
、

た
し
か
に
離
島
は
生
き
延
び
る
こ
と
さ
え
困
難
と
思
え
る
ほ
ど
の
厳
し
い
環
境

と
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
印
象
は
、
近
世
初
期
ま
で
遡
る
と
違
っ
た
も
の
に

な
る
。西

鶴
の
「
好
色
五
人
女
」
巻
五
「
恋
の
山
源
五
兵
衛
物
語
」
（
一
六
八
六
刊
）

や
『
西
鶴
織
留
」
巻
二
第
二
話
「
国
に
ひ
ろ
が
る
一
巻
の
唐
織
」
（
一
六
九
四
刊
）

に
よ
れ
ば
、
十
七
世
紀
後
半
の
鹿
児
島
城
下
に
は
、
生
涯
散
財
し
て
も
使
い
き

は
じ
め
に
‐
上
父
易
論
と
境
界
論
と
Ｉ

薩
摩
硫
黄
島
の
境
界
性
と
『
平
家
物
語
』
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キ
ー
ワ
ー
ド
恥
平
家
物
語
、
硫
黄
島
、
境
界
性
、
辺
境 野

中
哲

昭
ＪＱ，、



残
さ
れ
て
い
る
。

寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
六
月
二
日
付
で
島
津
藩
の
家
老
が
琉
球
在
番
奉
行

に
送
っ
た
書
状
（
「
十
島
村
誌
」
所
収
）
に
、

七
島
衆
、
唐
へ
の
商
売
の
仕
様
、
一
円
に
沙
汰
な
く
、
不
審
慎
重
に
候
事
。

と
あ
る
よ
う
に
、
史
料
的
に
も
「
七
島
衆
」
が
中
国
と
交
易
し
て
い
た
こ
と
を

裏
付
る
こ
と
が
で
き
、
島
津
藩
が
借
金
を
申
し
出
る
ほ
ど
裕
福
な
者
も
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
に
樺
山
久
高
（
島
津

藩
の
家
老
）
が
発
し
た
徒
に
よ
る
と
、
藩
用
諸
船
の
船
頭
・
水
手
あ
る
い
は
「
七

島
者
」
が
琉
球
に
お
い
て
家
を
持
っ
て
逗
留
す
る
こ
と
が
禁
制
と
な
っ
て
い

た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
琉
球
に
家
を
持
つ
「
七
島
者
」
が
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

徳
之
島
の
カ
ム
ィ
ャ
キ
土
器
（
十
一
世
紀
後
半
～
十
四
世
紀
前
半
）
が
ト
カ

ラ
列
島
を
含
む
南
九
州
か
ら
石
垣
島
ま
で
の
地
域
に
分
布
し
て
い
た
り
、
あ
る

い
は
同
系
統
の
平
家
落
人
伝
承
が
三
島
村
の
硫
黄
島
、
屋
久
島
、
口
之
島
、
中

之
島
、
臥
蛇
島
、
平
島
、
宝
島
、
小
宝
島
に
み
ら
れ
た
り
、
ホ
ゼ
（
ボ
ゼ
）
と

呼
ば
れ
る
仮
面
神
の
祭
り
が
硫
黄
島
、
中
之
島
、
悪
石
島
に
み
ら
れ
た
り
す
る

な
ど
、
三
島
村
と
十
島
村
と
の
境
界
線
を
無
化
す
る
ほ
ど
の
共
通
性
が
た
し
か

ぐ
す
ぐ

に
あ
る
。
さ
ら
に
近
年
、
奄
美
の
喜
界
島
で
発
見
さ
れ
た
城
久
遺
跡
の
存
在
を

（
１
）

根
拠
と
し
て
、
大
宰
府
と
奄
美
群
島
と
の
交
易
を
推
測
す
る
論
も
出
始
め
て
い

る
。

そ
の
よ
う
に
交
易
の
実
態
を
重
視
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
国
家
の
境
界
意
識
と

い
う
観
点
が
軽
視
さ
れ
て
ゆ
く
。
境
界
と
は
、
中
央
と
辺
境
の
関
係
に
お
い
て

画
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
律
令
制
で
あ
れ
守
護
地
頭
制
で
あ
れ
、
あ
る
い
は

薩
南
諸
島
の
北
部
（
奄
美
諸
島
を
除
く
と
い
う
意
味
）
は
、
現
在
三
つ
の
行

政
区
に
括
ら
れ
て
い
る
（
図
１
）
。
第
一
に
熊
毛
郡
（
種
子
島
・
馬
毛
島
・
屋

久
島
・
口
永
良
部
島
）
、
第
二
に
鹿
児
島
郡
三
島
村
（
竹
島
・
硫
黄
島
・
黒
島
）
、

第
三
に
鹿
児
島
郡
十
島
村
（
ト
カ
ラ
列
島
）
で
あ
る
。
空
気
が
澄
ん
で
い
る
日

に
は
、
薩
摩
半
島
南
岸
か
ら
硫
黄
島
の
、
そ
の
噴
煙
ま
で
も
望
む
こ
と
が
で
き

る
。
左
右
に
屋
久
島
、
竹
島
・
黒
島
も
見
え
る
。
大
隅
半
島
南
岸
か
ら
は
種
子

島
が
大
き
く
見
え
る
。
し
か
し
、
ト
カ
ラ
列
島
は
、
薩
摩
半
島
や
大
隅
半
島
か

ら
ま
ず
見
え
な
い
。

検
地
、
刀
狩
、
禁
教
令
、
学
校
令
な
ど
の
制
度
や
法
を
ど
の
範
囲
ま
で
ゆ
き
わ

た
ら
せ
る
か
と
い
う
領
域
意
識
は
国
家
建
設
に
は
必
須
の
認
識
で
あ
り
、
国
家

を
考
え
る
際
に
は
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
近
年
の
境
界
論
・

辺
境
論
は
、
考
古
学
の
成
果
な
ど
に
よ
る
交
易
の
実
体
に
引
き
ず
ら
れ
す
ぎ

て
、
境
界
性
を
無
化
し
す
ぎ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
交
流
・
交
易
の

論
（
実
体
論
）
と
、
境
界
論
（
認
識
論
、
制
度
論
）
と
の
、
ど
ち
ら
か
一
方
が

誤
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
厳
然
と
峻
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の

だ
。

い
ま
例
に
あ
げ
た
ト
カ
ラ
列
島
や
奄
美
群
島
は
、
古
代
や
中
世
に
お
い
て
、

（
畑
』
）

日
本
の
内
側
な
の
か
外
側
な
の
か
、
境
界
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば

ど
の
ラ
イ
ン
な
の
か
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
だ
。
こ
れ
を
明
ら
か
に

し
、
「
平
家
物
語
」
の
読
解
に
役
立
て
る
の
が
、
小
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二
薩
南
諸
島
の
概
要
と
問
題
点

二
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〃

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
奄
美
の
島
々
は
十
五
世
紀
に
次
々
と
琉
球
王
国
に

組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
各
島
々
に
島
之
主
が
い
て
、
独
立
性

を
保
っ
て
い
た
。
永
山
修
一
（
二
○
○
七
）
は
、
「
金
沢
文
庫
蔵
日
本
図
」
（
原

図
は
一
三
世
紀
後
半
に
制
作
）
で
、
取
り
巻
く
竜
の
外
側
に
ア
マ
ミ
が
位
置
し

て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
鎌
倉
幕
府
中
枢
か
ら
「
ア
マ
ミ
は
明
ら
か
に
日
本
の

外
と
認
識
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
く
ら
こ
の
地
域

と
日
本
本
土
の
交
易
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
境
界
論
と
は
別
の

、
、
、
、
、

も
の
で
、
奄
美
や
琉
球
は
、
古
代
・
中
世
に
お
い
て
は
日
本
の
内
側
と
認
め
る

０
１
１
１
０
０
０
０
１
０
０
〃
０
０
０
１
０
０
Ｊ
０
０
ｆ
Ｊ
０
０
ｆ
Ｊ
０
ｊ
ｊ

へ
島一

評
〃
〉
奄
美
諸
島

ノ
ゲ
ー
』
″
″
》
鶴
＃
ｂ
診

霊
）
一
壱
。
》
》
岬

一
／
〃

へ
ｆ
ｆ
ｊ
ｆ
ｆ
ｊ
０
ｆ
Ｏ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｂ
も
、
、

畔早
月
０

瓶
烏
列
島

一一ー‐ー －～グー一

グ

大
隅
諸
島

熊
毛
郡

も
１
１
１
０
０

種
子
島

、

Ｊ
Ｊ
０
０
０
０
、

島,ノ
ﾆーｰーｰーｰーｰー ′ー

一
一

一
ロ

一
二

曇
Ａ
ｖ
Ｏ

ト
カ
ラ
列
島
、

（
十
島
村
）
、
、

〆

０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
１
１

。口之島、､、
臥蛇島一中之島：、

Ｃ

ｏｏ諏訪之瀬島１
回

〃

〃

季

薩摩硫黄島の境界性と「平家物語」

｡

こ
と
は
で
き
な
い
。

、
、
、
、
、
、

ま
た
一
方
で
、
種
子
島
・
屋
久
島
は
、
古
く
か
ら
日
本
の
内
側
と
認
識
さ

れ
て
い
た
。
大
宝
二
年
（
七
○
二
年
）
、
多
徴
国
が
設
置
さ
れ
た
（
屋
久
島
を

含
め
て
）
。
こ
の
時
、
駅
制
も
大
隅
国
か
ら
種
子
島
ま
で
延
伸
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
現
地
種
子
島
か
ら
見
て
、
目
の
前
に
大
隅
半
島
が
大
き
く
横

た
わ
っ
て
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
現
地
の
感
覚
か
ら
し
て
み
て
も
、
種
子
島
・

屋
久
島
を
大
隅
国
の
側
と
認
識
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ

れ
か
ら
約
一
二
○
年
後
の
天
長
元
年
（
八
二
四
）
、
多
徴
国
が
停
廃
さ
れ
、
大

中縄本島

〃

グ
、

、､､‐Ｄ与論島，'′
‐~一一一－－－‐夕

200kｍ

心

沖
縄
諸
島

０

三

ロ・・料

南九州から沖縄までの地図
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隅
国
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
種
子
島
の
経
営
（
墾
田
の
進
捗
と
制

度
の
布
置
）
が
順
調
に
い
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
（
こ
う
考
え
な
け

れ
ば
、
の
ち
の
肥
後
氏
・
種
子
島
氏
の
入
部
へ
と
繋
が
ら
な
い
）
。
永
山
修
一

（
二
○
○
二
）
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
停
廃
に
伴
っ
て
駅
路
が
廃
止
さ
れ
た

と
し
て
も
、
伝
路
と
し
て
残
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
平
安
後
期
の
十
二
世

紀
後
半
、
多
徴
島
が
大
隅
国
か
ら
薩
摩
国
の
管
轄
下
に
移
さ
れ
た
。
永
山
は
肥

後
か
ら
薩
摩
へ
と
直
接
南
下
す
る
陸
路
の
実
態
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
し
、
大

宰
府
か
ら
薩
摩
ま
で
船
を
利
用
し
た
「
天
平
八
年
薩
麻
国
正
税
帳
」
の
例
を
紹

介
し
て
も
い
る
。
た
し
か
に
、
野
口
実
（
一
九
九
五
）
が
紹
介
す
る
薩
摩
と
肥

前
の
密
接
な
繋
が
り
や
、
上
村
孝
二
（
一
九
五
九
）
が
指
摘
す
る
薩
摩
と
肥
前

の
言
語
の
近
さ
を
知
る
と
ｌ
肥
後
と
薩
摩
と
の
間
に
横
た
わ
る
球
磨
山
塊
が

越
え
難
い
た
め
か
ｌ
肥
前
と
薩
摩
と
の
海
運
は
古
く
か
ら
発
達
し
て
い
た
よ

う
に
み
え
る
。
肥
後
を
飛
ば
し
て
肥
前
と
薩
摩
が
近
い
関
係
を
示
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
肥
前
の
す
ぐ
そ
ば
の
大
宰
府
を
想
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
大
宰
府
中

心
の
世
界
観
か
ら
す
る
と
薩
摩
を
南
九
州
の
拠
点
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
種
子
島

な
ど
を
掌
握
す
る
の
が
実
態
に
叶
っ
て
い
る
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
を
た
ど
っ
て
み
て
も
、
種
子
島
・
屋
久
島
（
加

え
て
馬
毛
島
・
口
永
良
部
島
）
が
古
代
か
ら
日
本
の
内
側
に
属
す
る
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。

種
子
島
や
屋
久
島
と
同
様
に
、
三
島
村
の
三
つ
の
島
（
竹
島
・
硫
黄
島
・
黒

島
）
も
薩
摩
半
島
か
ら
目
視
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
薩
摩
半
島
寄
り
な
の

で
、
も
と
も
と
政
治
的
な
管
轄
意
識
と
し
て
は
古
く
か
ら
薩
摩
国
に
属
し
て
い

、

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
例
の
「
薩
摩
方
硫
黄
島
」
の
表

現
在
の
三
島
村
、
十
島
村
あ
た
り
の
ど
こ
で
線
引
き
す
る
意
識
を
古
代
の
日

本
人
は
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
探
る
糸
口
と
な
る
の
が
、
延
慶
本
「
平
家

物
語
」
の
次
の
記
述
で
あ
る
。

く
ち
い
つ
し
ま
お
く
な
な
し
ま

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ト
ト

端
五
島
、
奥
七
島
ト
テ
、
島
ノ
数
十
一
一
ア
ム
ナ
ル
内
、
端
五
島
ハ
昔
ョ
リ

副
刺
司
剛
列
島
封
川
。
奥
七
島
ト
申
ハ
、
未
ダ
此
土
ノ
人
ノ
渡
ダ
ル
事
ナ

、
ン
Ｏ

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
延
慶
二
年
～
三
年
（
一
三
○
九
～
一
○
）
に
書
写
さ
れ
た

本
の
転
写
本
だ
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
俊
寛
ら
の
物
語
は
平
安
末
期

（
一
一
七
七
～
七
九
）
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
鳥
人
の
語
る
古

伝
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
そ
の
史
料
的
価
値
で
あ
る
。
そ
の
古
伝
に
は
、

硫
黄
島
の
稲
村
岳
信
仰
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
認
志
倭

現
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
後
述
）
。

こ
う
し
て
日
本
国
へ
の
帰
属
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
点
を
絞
っ
て
み
る
と
、

ト
ヵ
ラ
列
島
す
な
わ
ち
十
島
村
（
口
之
島
、
中
之
島
、
臥
蛇
島
、
小
臥
蛇
島
、

平
島
、
諏
訪
之
瀬
島
、
悪
石
島
、
小
島
、
宝
島
、
小
宝
島
、
上
ノ
根
島
、
横
当

島
）
の
帰
属
が
、
古
代
・
中
世
に
お
い
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
が
焦
点
に
据
え
ら

（
３
）

れ
る
べ
き
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
問
題
は
、
古
代
・
中
世
の
中
央
側
の
日
本
人

の
境
界
認
識
に
関
わ
る
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
し
、
「
平
家
物
語
」
に
お
い

て
康
頼
・
成
経
・
俊
寛
が
流
罪
に
さ
れ
た
島
が
硫
黄
島
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を

も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

三
端
五
島
・
奥
七
島
の
区
分
意
識
と
黒
潮

四
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人
伝
」
以
前
に
ま
で
遡
る
よ
う
だ
（
別
稿
）
。
し
か
も
、
現
地
硫
黄
島
の
地
勢

と
合
致
す
る
事
象
が
次
々
と
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
別
稿
）
。
文
献
資
料
以

上
に
確
実
な
地
理
上
の
裏
付
け
に
よ
り
、
延
慶
本
「
平
家
物
語
」
の
語
る
硫
黄

島
周
辺
の
地
理
お
よ
び
地
理
感
覚
が
、
古
代
に
ま
で
遡
及
し
う
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
傍
線
部
の
よ
う
に
、
延
慶
本
「
平
家
物
語
」
で
は
、
古
来
よ
り
「
端

五
島
」
は
日
本
に
帰
属
し
て
い
る
と
明
言
し
て
い
る
。
「
端
五
島
」
は
ほ
ぼ
現

在
の
三
島
村
に
相
当
し
（
諸
説
あ
り
。
詳
細
は
次
節
）
、
「
奥
七
島
」
が
ト
カ
ラ

列
島
（
十
島
村
）
を
指
す
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
。
ト
カ
ラ
列
島
へ
は
「
未
ダ

此
土
ノ
人
ノ
渡
ダ
ル
事
ナ
シ
」
と
い
う
の
は
誇
張
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
先

述
の
よ
う
に
考
古
学
的
成
果
が
交
流
・
交
易
の
実
態
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら

だ
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
「
渡
る
」
が
移
住
す
る
と
い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
竹
島
・
硫
黄
島
・
黒
島
の
人
間
が
気
安
く
ト

カ
ラ
列
島
に
移
住
で
き
る
よ
う
な
親
近
感
を
持
て
る
関
係
で
は
な
か
っ
た
。

時
代
は
ず
い
ぶ
ん
下
る
が
、
「
屋
久
町
郷
土
誌
」
第
二
巻
村
落
誌
中

（
一
九
九
五
）
の
「
麦
生
村
落
誌
」
に
、
「
七
島
流
れ
」
と
い
う
海
難
事
故
の
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
遭
難
の
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
」
と
い
う
書
き
出

し
だ
が
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
○
）
に
沈
没
し
た
船
が
現
役
と
し
て
操
業

し
て
い
た
時
期
の
こ
と
な
の
で
、
明
治
期
の
事
故
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
屋
久
島
の
麦
生
か
ら
出
港
し
た
「
新
茶
船
」
が
、
天
候
の
急
変
に
よ
り
七

島
周
辺
で
音
信
不
通
に
な
っ
た
。
数
日
後
に
屋
久
島
に
戻
っ
て
き
た
と
き
に
は

釣
っ
た
カ
ツ
オ
が
す
べ
て
七
島
の
人
た
ち
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

そ
れ
以
来
、
子
ど
も
を
脅
す
と
き
に
「
シ
ッ
ト
ガ
シ
マ
ニ
ャ
ッ
ド
（
七
島
が
島

に
遣
る
ぞ
）
」
「
オ
ニ
の
シ
ッ
ト
ガ
シ
マ
（
鬼
の
七
島
が
島
）
」
（
に
遣
る
ぞ
）
な

ど
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
同
じ
屋
久
島
で
も

栗
生
か
ら
出
港
し
た
漁
船
が
「
七
島
を
基
地
に
し
て
い
て
地
理
に
も
詳
し
か
っ

た
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
屋
久
島
と
七
島
と
の
間
に
深
い
断
絶
が
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
明
治
二
十
八
年
二
八
九
五
）
七

（
４
）

月
一
一
十
四
日
に
枕
崎
の
漁
船
が
黒
島
沖
で
遭
難
し
た
「
黒
島
流
れ
」
と
い
う
海

難
事
故
（
四
一
一
名
が
死
亡
）
ｌ
黒
島
の
人
々
が
献
身
的
に
遭
難
者
の
救
助
に

当
た
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
時
の
恩
を
謝
し
て
現
在
で
も
枕
崎
と
黒

島
の
中
学
生
の
交
流
が
続
い
て
い
る
ｌ
と
比
べ
て
み
る
と
き
、
屋
久
島
と
七
島

と
の
間
に
は
、
信
頼
関
係
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
信
頼
関
係
と
い

う
と
歴
史
的
事
実
の
認
定
と
し
て
は
暖
昧
な
も
の
を
持
ち
出
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
要
は
、
共
同
体
の
内
側
と
認
識
し
て
い
る
か
そ
う

で
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
５
）

生
物
学
的
に
は
、
こ
の
あ
た
り
に
渡
瀬
ラ
イ
ン
の
問
題
も
あ
る
。
正
確
に
は
、

悪
石
島
と
宝
島
と
の
間
の
ラ
イ
ン
だ
が
、
ト
カ
ラ
列
島
が
本
土
と
の
異
質
性
を

含
む
地
域
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
山

田
尚
二
二
九
九
五
）
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
サ
ツ
マ
イ
モ
（
近
世
に
な
っ
て

か
ら
伝
来
）
の
こ
と
を
薩
摩
・
大
隅
か
ら
種
子
島
・
屋
久
島
・
竹
島
・
硫
黄
島
・

黒
島
ま
で
は
カ
ラ
イ
モ
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
ト
カ
ラ
列
島
で
は
ハ
ン
ス
と
か
ハ

ン
ッ
と
呼
ん
だ
そ
う
で
あ
る
（
ち
な
み
に
琉
球
で
は
ウ
ム
）
。
文
化
的
に
も
、

異
質
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
ら
に
、
中
村
伸
一
（
一
九
七
○
）
も
、

村
制
施
行
以
前
は
下
七
島
、
宝
七
島
、
川
辺
七
島
と
か
よ
ば
れ
て
い
た
よ

う
で
、
上
三
島
（
黒
島
、
竹
島
、
硫
黄
島
）
と
は
地
理
上
の
距
離
か
ら
も

五
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六

別
個
の
生
活
圏
を
形
成
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
七
島
灘
、
七
島
正

月
、
七
島
ゴ
サ
、
七
島
節
な
ど
七
島
の
名
の
つ
く
こ
と
ば
が
残
っ
て
い
る

の
は
上
三
島
と
別
個
の
生
活
圏
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
「
十
島
村
誌
」
第
四
章
「
近
世
の
ト
カ
ラ
」
に
よ
れ
ば
、
「
三

島
の
島
役
」
を
「
庄
屋
・
横
目
・
浦
役
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、
「
十
島
の
島
役
」

は
「
郡
司
・
横
目
・
浦
役
・
名
頭
」
と
制
度
ま
で
違
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
た
し
か
に
種
子
島
・
屋
久
島
・
三
島
村
と
ト
カ
ラ
列
島
（
十

島
村
）
と
の
間
に
は
、
文
化
的
・
制
度
的
な
異
質
性
や
現
地
の
人
々
の
認
識
上

（
６
）

の
断
絶
感
が
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
。

じ
っ
は
、
三
島
村
と
十
島
村
と
の
間
に
あ
る
断
絶
感
は
、
潮
の
流
れ
が
影
響

ら
く
き
い

し
て
い
る
ら
し
い
。
「
一
二
国
名
勝
図
会
」
に
こ
の
海
域
特
有
の
「
落
漂
」
に
つ

い
て
の
記
述
が
あ
る
。

薩
摩
地
方
よ
り
南
島
琉
球
へ
往
来
す
る
に
は
、
必
ず
七
島
海
を
過
ぐ
。
七

島
海
と
は
、
屋
久
島
よ
り
大
島
ま
で
の
中
間
を
い
ふ
。
七
島
其
中
間
に
あ

、
、

に
迅
速
に
し
て
、
そ
の
勢
甚
壮
ん
な
り
。
往
来
の
舟
船
、
其
順
風
の
時
は
、

急
流
を
過
ぎ
得
る
と
い
へ
ど
も
、
風
な
き
時
は
、
必
ず
急
洞
刷
謝
口
剰
口

淘
副
副
到
劉
制
型
に
し
て
、
後
止
む
と
い
ふ
。
矧
劃
廿
副
潮
剖
割
刊
判
訓
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遠
キ
ー
達
シ
、
イ
カ
ナ
ル
老
手
ノ
柁
子
ア
リ
ト
雛
モ
布
帆
船
ノ
決
シ
テ
之

二
遡
ル
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ズ
。

る
故
な
り
。
北
海
東
西
七
十
里
許
の
間
、

＊

＊

の
町
辞
し
’
屋
必
久
｛
島
と
口
｛
島
と
の
闇

常
ノ
東
流
ヲ
促
ス
ニ
至
し
り
。
南
島
誌
二
云
う
「
七
島
其
海
潮
常
二
東
二

向
ツ
テ
落
ッ
。
乃
チ
是
「
元
史
」
謂
フ
所
（
ノ
）
落
漂
趨
リ
下
ツ
テ
回
ラ

サ
ル
ル
モ
ノ
也
ト
ア
ル
ガ
如
ク
、
中
古
来
薩
摩
商
船
ノ
沖
縄
二
航
ス
ル
モ

波
浪
殊
に
高
く
、
潮
水
常
に
宙

籍
、
此
海
潮
剰
嗣
固
陶
刺
樹
を
載
せ
て
、
落
際
と
名
づ
く
。

西
か
ら
東
へ
の
「
迅
速
」
な
潮
の
流
れ
が
あ
り
、
「
七
島
灘
」
と
呼
ば
れ
る

難
所
で
、
「
舟
人
恐
怖
」
の
海
域
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
重
要
な
の
は
、
も
っ

と
も
流
れ
が
急
な
の
が
、
屋
久
島
と
口
之
島
の
間
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
三
島
村
と
十
島
村
と
の
間
の
文
化
的
な
境
界
意

識
と
合
致
す
る
も
の
だ
。
こ
こ
に
い
う
「
唐
土
の
書
籍
」
が
「
元
史
」
で
あ
る

こ
と
は
、
次
の
「
七
島
問
答
」
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

「
七
島
問
答
」
は
、
明
治
十
七
年
の
頃
、
鹿
児
島
県
令
渡
辺
千
秋
の
命
に
従
っ

た
白
野
夏
雲
（
鹿
児
島
県
職
員
）
が
「
七
島
」
（
ト
カ
ラ
列
島
）
を
実
地
踏
査

し
た
記
録
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
七
島
何
ノ
故
二
専
ラ
総
称
セ
ラ
ル
ル
カ
」
（
な
ぜ

「
七
島
」
で
一
括
す
る
の
か
）
の
問
い
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

ま
た
、
「
落
際
ノ
実
況
如
何
」
の
問
い
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
て

い
る
。

其
満
潮
二
至
ツ
テ
ハ
甚
ダ
恐
ル
ベ
キ
ノ
景
況
ヲ
見
ス
。
只
剣
溜
削
。
淵
刻

Ｏ

更
二

非
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舟
人
恐
怖
せ
ざ
る
は
な
し
。

東
流
ノ
勢
力
宛
モ
大
河
ノ
奔
流
ス
ル
ガ
如
ク
、
脹
声
轟
然
ト
シ
テ
其
響
キ

海
潮
ノ
西
、
支
那
海
ヨ
リ
落
ツ
ル
モ
ノ
髪
二
至
り
、
大
二
激
シ

最
モ
此
際
ノ
危
険
ヲ
謹
メ
リ

ノ

琉
球
往
来
第
一
危
険
の
処
と
す
。
唐
土
の
書

◎
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こ
の
こ
と
を
蕊
付
け
る
の
が
、
現
代
の
海
流
図
で
あ
る
。
図
２
の
よ
う
に
、

南
か
ら
北
上
し
て
き
た
黒
潮
が
「
七
島
」
（
十
島
村
）
の
簸
北
の
川
之
島
を
起

点
に
ピ
ポ
ッ
ト
す
る
よ
う
に
急
に
向
き
を
変
え
、
東
流
し
て
い
る
。
ま
さ
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

『
一
一
一
国
名
勝
図
会
』
の
い
う
屋
久
島
と
口
之
島
と
の
間
を
流
れ
て
い
る
の
で
あ

、
、

る
。
そ
し
て
、
先
に
引
用
し
た
傍
線
部
の
上
に
「
北
海
東
西
七
十
里
許
の
間
」

が
と
く
に
急
流
で
あ
る
と
す
る
表
現
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
「
北
海
」

と
は
「
七
島
」
の
北
の
海
す
な
わ
ち
口
之
島
の
北
側
を
指
す
の
だ
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
。
た
し
か
に
そ
の
海
域
で
「
東
西
七
十
里
許
」
（
約
二
八
○
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）
に
わ
た
っ
て
黒
潮
が
東
流
し
て
い
る
。
近
代
的
な
海
流
図
や
黒
潮
の
知

いと

る、
０

『
七
島
問
答
・
一
の
筆
者
は
、
『
三
国
名
勝
図
会
一
の
記
述
を
知
ら
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
三
国
名
勝
図
会
』
で
は
こ
の
急
流
を
「
迅
速
」

と
表
現
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
七
島
問
答
』
で
は
「
落
ツ
ル
」
な
い
し
は

「
大
河
ノ
奔
流
ス
ル
ガ
如
ク
」
と
異
な
る
表
現
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

直
接
の
引
用
関
係
に
な
い
二
粋
が
、
別
々
の
立
場
か
ら
期
せ
ず
し
て
同
様
の
表

現
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
島
村
と
卜
島
村
と
の
間
の
急
流
の
存
在
が
、
客

観
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
定
で
き
る
。

『
七
島
問
答
』
は
さ
ら
に
「
七
島
渡
海
ノ
期
節
イ
カ
ン
」
と
続
け
、
こ
れ
に

対
す
る
答
え
は
、

夏
季
ノ
間
ハ
大
抵
海
平
穏
ニ
シ
テ
渡
航
ス
ベ
キ
日
和
ア
リ
。
只
恐
ル
ベ
キ

ハ
秋
末
ヨ
リ
冬
季
ノ
間
ト
ス
。
之
ヲ
慨
ス
レ
バ
、
一
年
ニ
シ
テ
其
半
年
ハ

全
ク
渡
航
ヲ
絶
ス
ベ
シ
。

と
、
一
年
の
う
ち
半
年
ほ
ど
し
か
こ
の
海
域
で
は
船
を
動
か
せ
な
い
と
述
べ
て

島
ナ
リ
。
奥
七
島
ト
申
ハ
、
未
ダ
此
土
ノ
人
ノ
渡
ダ
ル
事
ナ
シ
」
と
い
う
表
現

が
、
あ
な
が
ち
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

異
質
性
や
延
慶
本
一
平

が
っ
て
く
る
。
延
慶
本

識
の
な
い
時
代
に
、
現
地
の
人
々
の
地
理
感
覚
で
記
さ
れ
た
記
録
と
、
こ
の
海

流
図
が
見
事
に
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
文
化
的
・
制
度
的
な

異
質
性
や
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
境
界
線
の
意
識
ま
で
、
一
本
の
線
で
繋

、
雨
湖
蜘
郵
翻
叩
”

昔
ヨ
リ
日
本
二
随
フ

脈殿硫黄島の境界性と『平家物語」

『
平
家
物
語
』
の
、 |紳一診
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判
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端
五
島
ハ
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四
端
五
島
は
ど
こ
か
ｌ
黒
島
の
異
質
性
Ｉ

ト
カ
ラ
列
島
す
な
わ
ち
「
奥
七
島
」
が
「
昔
ヨ
リ
」
日
本
国
外
と
認
識
さ
れく

ち

て
い
た
こ
と
を
、
文
献
資
料
や
海
流
図
で
裏
づ
け
た
。
次
な
る
問
題
は
、
「
端

い
つ
し
ま

五
島
」
は
ど
こ
か
、
で
あ
る
。

延
慶
本
『
平
家
物
語
」
に
み
え
る
「
端
五
島
」
は
「
く
ち
五
島
」
と
も
表
記

さ
れ
（
長
門
本
）
、
そ
の
中
に
硫
黄
島
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
す

る
と
そ
れ
に
伴
っ
て
竹
島
や
黒
島
も
「
端
五
島
」
に
含
ま
れ
る
（
こ
れ
が
現
三

島
村
）
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
と
い
う
の
が
従
来
の
説
で
、
残
り
の
二
島
が
ど

れ
で
あ
る
か
を
議
論
す
る
と
い
う
方
向
で
研
究
が
進
ん
で
き
て
い
る
。
代
表
的

な
の
は
次
の
二
説
で
あ
る
。

Ａ
説
…
硫
黄
島
・
黒
島
・
竹
島
十
口
永
良
部
島
・
屋
久
島

〔
永
山
修
一
（
一
九
九
三
）
〕

Ｂ
説
…
硫
黄
島
・
黒
島
・
竹
島
十
草
垣
島
・
宇
治
島

〔
村
井
章
介
（
一
九
九
七
）
〕

ど
ち
ら
も
三
島
村
の
三
つ
の
島
を
含
む
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
て
、
残
り

の
二
島
で
考
え
が
分
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
種
子
島
家
譜
」
に
よ
る
と
、

残
念
な
が
ら
ど
ち
ら
の
説
も
違
う
よ
う
で
あ
る
。

（
【
ｊ
）

「
種
子
島
家
譜
」
の
初
代
信
基
の
条
（
寿
永
一
一
年
の
記
事
に
続
く
）
に
、
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

竹
島
、
七
島
、
凡
そ
十
二
島
を
賜
ふ
。

注
目
す
べ
き
点
は
、
「
端
五
島
」
に
種
子
島
・
屋
久
島
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

且
つ
時
政
、
執
奏
を
以
て
、
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多
祢
島
、
屋
久
島
、
永
良
部
島
１
硫
型
劉
罰

と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
端
五
島
」
「
奥
七
島
」
の
「
端
」
「
奥
」
と
い

う
認
識
は
、
薩
摩
国
や
大
隅
国
に
視
座
を
置
い
て
見
た
場
合
の
呼
称
と
い
う
こ

く
ち

と
に
な
る
。
か
り
に
種
子
島
に
視
座
を
置
け
ば
、
自
ら
の
島
を
「
端
」
と
は
呼

ば
な
い
。
だ
か
ら
、
種
子
島
に
視
座
を
置
く
右
の
『
種
子
島
家
譜
」
で
は
「
端

五
島
」
と
い
う
総
称
は
せ
ず
、
個
別
に
島
々
の
名
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
た
だ

そ
こ
に
、
「
端
五
島
」
と
い
う
総
称
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、

こ
の
五
つ
の
島
々
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
だ
と
す
る
認
識
を
、
「
種
子
島
家
譜
」

が
受
け
継
い
だ
の
だ
。

さ
て
、
こ
の
海
域
に
「
七
島
」
と
い
う
固
有
名
詞
を
も
つ
島
は
な
い
の
で
、

こ
の
「
七
島
」
は
ト
カ
ラ
列
島
（
十
島
村
）
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
「
種
子
島
家
譜
」

や
周
辺
史
料
に
も
ト
カ
ラ
列
島
を
指
す
「
七
島
」
が
頻
出
す
る
。
す
る
と
、
傍

線
部
の
「
多
祢
島
、
屋
久
島
、
永
良
部
島
、
硫
黄
島
、
竹
島
」
で
五
島
で
あ
る

（
８
）

と
読
め
る
。
下
文
に
「
凡
そ
十
二
島
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
傍
線
部
の
五
島

と
総
称
と
し
て
の
「
七
島
」
と
を
足
し
た
も
の
だ
と
理
解
し
て
よ
い
。
こ
こ
で

問
題
に
な
る
の
は
、
「
端
五
島
」
は
個
別
の
島
の
名
で
呼
び
、
「
奥
七
島
」
が
総

称
で
し
か
呼
ば
れ
て
い
な
い
が
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
、
で
あ
る
。

九
州
本
土
に
近
い
「
端
五
島
」
は
目
視
も
で
き
、
交
通
も
頻
繁
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
島
々
の
名
を
個
別
に
呼
称
す
る
意
識
が
生
ま
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
奥
七
島
」
は
薩
摩
半
島
南
端
か
ら
で
も
直
接
は
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
「
端
五
島
」
と
「
奥
七
島
」
の
間
に
は
海
流
と
い
う

障
壁
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
奥
七
島
」
が
抽
象
化
す
る
の
は
、
当
然
だ
ろ
う
。

「
端
五
島
」
を
個
別
に
呼
称
し
、
「
奥
七
島
」
を
総
称
で
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て

は
、
類
例
が
あ
る
。
「
十
島
村
誌
」
第
四
章
「
近
世
の
ト
カ
ラ
」
に
よ
れ
ば
、

八



＊

さ
て
、
「
種
子
島
家
譜
」
の
記
述
に
戻
る
。
こ
の
記
述
の
最
大
の
問
題
点
は
、

黒
島
を
「
端
五
島
」
の
中
に
入
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
先
に
紹
介
し
た
Ａ

説
、
Ｂ
説
と
も
に
竹
島
・
硫
黄
島
・
黒
島
の
現
三
島
村
を
含
ん
で
「
端
五
島
」

を
考
定
し
て
い
る
。
「
端
五
島
」
か
ら
黒
島
を
除
外
す
る
こ
と
に
妥
当
性
が
あ

る
の
か
、
あ
る
い
は
た
ん
な
る
記
述
漏
れ
な
の
か
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
一
一
一
島
村
誌
」
第
三
章
「
中
世
の
三
島
」
の
第
二

ら
が
ま

節
「
千
竃
氏
黒
嶋
郡
司
と
な
る
」
の
解
説
で
あ
る
（
松
永
守
道
の
原
稿
を
森
田

慶
信
が
加
筆
修
正
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
地
誌
備
考
』
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）

六
月
二
十
六
日
の
文
書
に
、
島
津
氏
が
そ
の
配
下
の
千
竃
六
郎
左
右
衛
門
（
入

字
御
免
下
さ
れ
た
き
旨
、
御
船
奉
行
申
し
出
の
趣
こ
れ
あ
り
。
（
以
下
も

「
七
島
の
儀
」
と
「
硫
黄
島
・
竹
島
・
黒
島
の
儀
」
と
書
き
分
け
る
。
）

こ
の
よ
う
に
九
州
本
土
に
近
い
島
々
は
固
有
名
詞
で
そ
れ
ぞ
れ
呼
び
、
ト
カ
ラ

列
島
に
つ
い
て
は
「
七
島
」
と
総
称
す
る
こ
と
が
あ
り
え
た
よ
う
で
あ
る
。

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
調
査
さ
れ
た
蔵
入
高
の
記
載
に
つ
い
て
、
九
州
本

土
に
近
い
島
々
に
つ
い
て
は
「
黒
島
・
硫
黄
島
・
竹
島
一
○
二
石
」
と
個
別

の
島
の
名
を
挙
げ
て
記
す
一
方
で
（
こ
れ
は
近
世
の
記
録
な
の
で
黒
島
が
含
ま

、
、

れ
て
い
る
）
、
ト
カ
ラ
列
島
に
つ
い
て
は
、
「
七
島
八
一
一
一
一
石
」
と
一
括
し
て

記
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
四
月
に
「
主
馬
」
な
る
人

物
が
書
い
た
文
書
（
「
十
島
村
誌
」
六
六
二
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

、
、

七
島
並
び
に
硫
黄
島
・
竹
島
・
黒
島

薩摩硫黄島の境界性と「平家物語」
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横
目
の
儀
も
、
勉
め
内
書
き
下
し
名

道
円
覚
）
を
黒
島
の
郡
司
に
任
じ
た
一
件
が
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
黒
島
は
ど
こ

に
も
帰
属
せ
ず
、
在
地
の
日
高
氏
に
よ
る
自
治
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も

ち
ろ
ん
朝
廷
も
島
津
氏
も
こ
れ
を
認
め
て
は
お
ら
ず
、
名
目
上
の
管
轄
と
現
地

の
実
態
が
ず
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
文
書
の
意
義
は
、
竹
島
や

硫
黄
島
と
セ
ッ
ト
で
は
な
く
、
黒
島
を
単
独
で
与
え
る
（
と
い
っ
て
も
帰
属
を

表
明
し
て
い
な
い
島
に
入
っ
て
平
定
せ
よ
と
の
意
味
を
込
め
た
、
い
わ
ゆ
る

「
切
り
取
り
次
第
」
）
と
い
う
意
識
を
見
せ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て

「
三
島
村
誌
」
は
、
「
な
お
、
竹
島
、
硫
黄
島
は
鎌
倉
初
期
以
来
、
種
子
島
を
領

し
た
種
子
島
氏
初
代
信
基
の
領
地
と
し
て
時
の
執
政
北
条
時
政
か
ら
与
え
ら
れ

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
種
子
島
家
譜
」
の
記
述
を
踏
ま
え
て
こ
の
建
武

（
９
）

一
一
年
文
書
と
の
整
合
性
も
勘
案
し
た
、
妥
当
な
見
解
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
続
い
て
「
三
島
村
誌
』
は
、
「
応
永
十
九
年
（
一
四
一
二
）
に
は
、

島
津
家
八
代
太
守
久
豊
（
義
天
公
）
は
、
種
子
島
家
七
代
清
時
に
、
竹
島
、
硫

黄
島
、
黒
島
を
与
え
て
い
る
（
野
中
注
》
こ
の
根
拠
は
「
種
子
島
家
譜
」
だ
ろ

う
）
の
で
、
こ
の
頃
に
は
黒
島
も
千
竃
氏
の
手
か
ら
離
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
応
永
十
九
年
が
、
竹
島
・
硫
黄
島
・
黒
島
の
三
つ

（
叩
）

の
島
を
セ
ッ
ト
に
す
る
意
識
の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
種
子
島
家
譜
」
を
点
検
し
て
み
る
と
、
そ
の
中
で
硫
黄
島
、
竹
島
、
黒
島

の
三
島
を
セ
ッ
ト
に
し
て
「
三
島
」
の
表
現
が
出
る
の
は
、
た
し
か
に
八
代
清

時
の
条
の
「
太
守
久
豊
公
、
硫
黄
、
竹
島
、
黒
島
三
島
を
加
へ
与
ふ
」
が
初
め

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
大
隅
↓
種
子
島
↓
屋
久
島
↓
口
永
良
部
島
↓
硫
黄
島
↓
竹

島
だ
っ
た
ル
ー
ト
に
こ
の
時
期
黒
島
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日

明
貿
易
興
隆
（
ち
ょ
う
ど
一
五
世
紀
初
頭
か
ら
開
始
と
さ
れ
る
）
の
影
響
で
造

九
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露懲

○

船
技
術
が
飛
躍
的
に
進
歩
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
代
は
約
一
世
紀

下
る
史
料
だ
が
、
『
種
子
鳥
家
榊
」
忠
時
の
条
に
よ
れ
ば
、
永
正
十
七
年

（
一
五
二
○
）
、
渡
唐
船
を
造
る
話
が
足
利
将
軍
家
か
ら
種
子
島
家
に
舞
い
込
ん

で
い
る
。
種
子
島
家
が
外
洋
航
海
に
耐
え
う
る
大
型
船
を
造
る
技
術
を
有
し
て

い
た
明
徴
だ
ろ
う
。
明
ま
で
渡
れ
る
よ
う
な
大
型
船
な
ら
ば
、
黒
潮
の
逆
流
に

負
け
ず
に
黒
島
ま
で
渡
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

さ
て
、
黒
島
が
竹
島
・
硫
黄
島
か
ら
外
れ
る
の
も
、
潮
流
の
影
響
だ
ろ
う
。

先
述
の
よ
う
に
屋
久
島
と
口
之
島
の
間
に
は
激
流
と
も
言
わ
れ
る
黒
潮
が
西
か

ら
東
へ
と
流
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
海
流
図
は
、
端
五
島
と
奥
七
島
と
の
断

絶
感
を
い
う
た
め
に
簡
明
で
兄
や
す
い
図
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
が
、
洲
然
の
こ

と
な
が
ら
実
際
の
海
流
に
は
本
流
か
ら
枝
分
か
れ
し
て
ゆ
く
分
流
が
あ
る
。
そ

う
い
っ
た
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
描
い
た
海
流
図
（
図
３
．
図
４
）
に
よ
る
と
、

中
之
島
あ
た
り
を
西
か
ら
東
へ
と
通
過
す
る
黒
潮
か
ら
、
北
に
枝
分
か
れ
す
る

図３

出典：ちくま文庫版『柳'１１剛ﾘj全染Ｉ」

（筑摩書房，1989）
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図４

出典：http://plazarakutencojp／

mimitomi/diary/20110403000／

竹
島
・
硫
黄
島
・
黒
烏
と
い
う
現
在
の
三
島
村
は
も
と
も
と
セ
ッ
ト
で
は
な

く
、
黒
島
は
別
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
た
め
に
は
、
種
子
島
に
拠
点
を
侭
い
て

当
時
の
交
通
路
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
補
強
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
前
節
で
は
薩
摩
・
大
隅
に
視
座
を
置
い
て
「
端
五
島
」
と
い

う
認
識
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、
今
度
は
そ
の
「
端
五
烏
」
の
拠

点
で
あ
る
種
子
島
に
視
座
を
世
き
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

潮
流
を
描
き
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
、
黒
島
か
ら
硫
黄
島
方
向
へ
の
潮
流
と
な

る
。
硫
黄
島
方
而
か
ら
黒
島
に
向
か
お
う
と
す
る
と
向
か
い
潮
（
逆
流
）
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
で
さ
え
距
離
の
長
い
硫
黄
島
ｌ
黒
島
間
で
あ
る

の
に
、
こ
の
よ
う
に
潮
に
逆
ら
っ
て
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
動
力
船
の

な
い
時
代
に
あ
っ
て
は
硫
黄
島
か
ら
黒
局
へ
は
よ
ほ
ど
気
象
条
件
の
良
い
時
に

し
か
渡
れ
な
い
と
い
う
感
覚
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
村
営
船
み
し
ま
（
フ
ェ
リ
ー
み
し
ま
）
の
徳
田
繁
人
一
等

航
海
士
に
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
（
二
○
一
二
年
九
月
）
。
や
は
り
、
硫
黄

島
か
ら
黒
島
へ
向
か
う
時
（
約
六
五
分
）
の
方
が
、
黒
島
か
ら
硫
黄
島
に
来
る

時
（
約
五
五
分
）
よ
り
も
、
時
間
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
も
、

黒
烏
に
向
か
う
時
は
左
前
方
か
ら
の
潮
に
押
さ
れ
る
の
で
、
オ
ー
ト
パ
イ
ロ
ッ

ト
（
自
動
航
行
）
に
し
て
い
て
も
左
へ
左
へ
と
一
、
二
度
ず
つ
手
動
で
修
正
す

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
季
節
に
よ
る
潮
流
の
強
弱
変
化
は
な
い
が
、
大
潮
の
日

に
は
こ
の
潮
流
が
と
て
も
強
く
な
る
と
い
う
。

五
種
子
島
視
座
の
重
要
性
ｌ
前
近
代
の
航
路
の
復
元
Ｉ



期
頃
、
口
永
良

、
定
期
船
が
来

応
永
三
十
四
年
（
一
四
二
七
）
の
「
太
守
忠
国
公
、
恵
良
部
島
を
時
長
に
賜
ふ
」
、

時
氏
の
条
の
文
正
・
応
仁
年
間
（
一
四
六
六
～
六
九
）
の
「
三
島
（
種
子
島
、

国
列
１
割
園
部
）
始
め
て
法
華
に
帰
す
」
ｌ
こ
の
よ
う
に
、
種
子
島
か
ら
屋
久

島
を
経
て
口
永
良
部
島
ま
で
は
日
常
交
通
の
範
囲
内
と
い
う
意
識
が
窺
え
る
。

「
土
佐
日
記
』
な
ど
を
想
起
し
て
み
て
も
、
動
力
船
登
場
以
前
の
航
海
は
、
〈
風

待
ち
波
待
ち
浦
伝
い
島
伝
い
〉
で
目
的
地
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

近
代
的
な
地
図
を
見
て
、
竹
島
・
硫
黄
島
も
黒
島
も
薩
摩
半
島
か
ら
同
程
度
の

距
離
に
あ
る
ゆ
え
に
交
通
の
難
易
度
も
同
程
度
で
あ
る
な
ど
と
考
え
る
の
が
、

近
代
人
の
思
考
に
よ
る
、
ま
さ
に
机
上
の
空
論
で
あ
る
。

竪
山
初
「
口
永
良
部
島
に
生
き
て
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
の
初
期
頃
、
口
永
良

て
く
れ
ま
し
た
」
と
あ
る
。
今
で
こ
そ
屋
久
島
へ
は
飛
行
機
も
フ
ェ
リ
ー
も
高

速
船
も
そ
れ
ぞ
れ
直
行
便
が
あ
る
の
だ
が
、
林
芙
美
子
の
『
屋
久
島
紀
行
』
（
初

出
「
主
婦
之
友
」
一
九
五
○
）
で
さ
え
、
鹿
児
島
か
ら
屋
久
島
へ
の
直
行
で
は

な
く
種
子
島
経
由
の
照
国
丸
で
屋
久
島
を
訪
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
口
永
良
部
島
は
、
前
近
代
に
お
い
て
は
間
違
い
な
く
種
子
島
・
屋
久
島
経
由

で
行
く
島
で
あ
っ
た
（
現
在
で
も
屋
久
島
か
ら
の
フ
ェ
リ
ー
太
陽
で
行
く
）
・

そ
の
口
永
良
部
島
か
ら
、
竹
島
・
硫
黄
島
は
目
の
前
に
見
え
る
の
で
あ
る
（
図

１
）
。
我
々
は
つ
い
、
薩
摩
半
島
か
ら
竹
島
・
硫
黄
島
・
黒
島
に
行
く
ル
ー
ト

「
種
子
島
家
譜
」
に
は
、
屋
久
島
に
関
す
る
こ
と
に
伴
っ
て
、
口
永
良
部
島

の
記
事
も
散
見
す
る
。
清
時
の
条
の
応
永
十
五
年
（
一
四
○
八
）
の
「
太
守
元

久
公
、
清
時
の
忠
節
を
賞
し
て
、
再
び
国
刈
１
剰
劇
部
（
旧
領
な
り
。
何
れ
の

代
に
公
領
と
為
れ
る
か
不
詳
）
及
び
誓
書
を
賜
ふ
」
、
あ
る
い
は
時
長
の
条
の

部
島
ま
で
は
「
月
に
た
っ
た
一
度
、

を
想
定
し
が
ち
だ
が
、
風
や
波
を
無
視
し
て
直
行
便
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
感

覚
が
そ
も
そ
も
ず
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

〈
風
待
ち
波
待
ち
浦
伝
い
島
伝
い
〉
の
感
覚
は
、
『
土
佐
日
記
」
が
よ
く
伝
え

て
い
る
（
図
５
）
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
土
佐
国
府
を
出
た
紀
貫
之
は
、
隣
の
大
津
で
一
泊
、
鹿
児

の
崎
を
経
由
し
て
浦
戸
で
一
泊
、
池
を
経
由
し
て
大
湊
で
は
一
○
泊
も
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
つ
ね
に
難
渋
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
風
の
条
件
に
恵
ま

れ
れ
ば
一
日
で
大
湊
か
ら
宇
多
の
松
原
を
経
由
し
て
奈
半
泊
ま
で
進
む
よ
う
な

日
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
旅
程
中
こ
れ
ほ
ど
進
ん
だ
の
は
そ
の
区
間
だ
け

種
子
島
・
屋
久
島
を
経
て
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で
、
こ
れ
以
降
、
奈
半
泊
で
二
泊
、
室
津
で
六
泊
、
い
っ
た
ん
出
帆
し
た
も
の

の
再
び
室
津
に
戻
っ
て
四
泊
し
て
い
る
。
風
が
な
け
れ
ば
出
帆
で
き
な
い
し
、

思
い
通
り
の
風
向
で
な
け
れ
ば
目
的
地
に
辿
り
着
け
な
い
の
で
あ
る
。

「
屋
久
町
誌
」
「
漁
業
」
に
は
、
「
（
薩
摩
半
島
の
）
川
辺
地
方
の
漁
船
は
、
北

東
の
風
と
も
な
る
と
帰
港
す
る
こ
と
に
、
大
変
な
困
難
を
生
じ
、
（
屋
久
島
の
）

栗
生
へ
寄
港
す
る
こ
と
と
な
り
」
と
説
明
し
て
い
る
し
、
「
上
屋
久
町
郷
土
誌
』

「
漁
業
」
に
も
、
「
風
向
き
に
よ
っ
て
漁
場
を
求
め
て
い
た
」
と
あ
る
。
魚
群
が

存
在
す
る
か
ら
そ
こ
へ
漁
に
出
か
け
る
の
で
は
な
く
、
「
風
向
き
」
と
い
う
条

件
が
加
わ
ら
な
け
れ
ば
そ
こ
へ
行
け
な
い
の
で
あ
る
。

言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
を
述
べ
た
が
、
「
端
五
島
」
に
宇
治
群
島
・
草
垣
群

島
を
入
れ
る
な
ど
近
年
の
辺
境
論
に
は
あ
ま
り
に
も
当
時
の
そ
し
て
現
地
の
実

情
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
論
が
多
い
。
ゆ
え
に
、
あ
え
て
述
べ
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
加
え
て
い
う
な
ら
ば
、
竪
山
初
「
口
永
良
部
島
に
生
き
て
」
は
、
口

永
良
部
島
は
近
代
ま
で
「
治
外
法
権
的
な
行
政
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

三
島
村
で
は
、
現
在
で
も
硫
黄
島
に
一
人
だ
け
鹿
児
島
県
警
の
巡
査
が
駐
在
し

て
い
る
。
竹
島
に
も
黒
島
に
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
舟
で
行
く
と
は
、
管
理
す

る
と
は
、
収
税
す
る
と
は
ｌ
そ
う
い
う
実
態
へ
の
想
像
力
は
、
も
っ
と
必
要

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
〈
風
待
ち
波
待
ち
浦
伝
い
島
伝
い
〉
を
踏
ま
え
て
、
九
州
の
南
に
浮

か
ぶ
島
々
を
眺
め
て
み
る
。
薩
摩
半
島
南
端
の
長
崎
鼻
か
ら
硫
黄
島
（
北
部
の

坂
本
港
）
へ
の
直
線
距
離
は
約
四
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
竹
島
へ
は
約

四
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
一
方
、
口
永
良
部
島
（
北
部
の
西
之
湯
港
）
か
ら
硫
黄

島
（
南
部
の
長
浜
港
）
へ
の
直
線
距
離
は
約
三
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
薩
摩
半
島

見
川
引
矧
列
Ⅶ
。
故
二
巻
末
一
一
言
フ
モ
ノ
ア
リ
。

と
答
え
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
（
県
職
員
に
よ
る
県
知
事
へ
の
）
は
「
七
島
」
（
ト

カ
ラ
列
島
）
の
実
地
調
査
が
主
眼
な
の
で
竹
島
・
硫
黄
島
・
黒
島
の
三
島
を
含

む
「
十
島
」
全
体
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
と
断
り
つ
つ
も
、
黒
島
を

経
由
し
て
「
七
島
」
に
行
っ
た
の
で
黒
島
に
つ
い
て
は
巻
末
で
触
れ
る
、
と
し

て
い
る
。

か
ら
の
こ
の
四
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
あ
る
い
は
四
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
と
、
口

永
良
部
島
か
ら
の
三
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
一
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
あ
る
い
は
七

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
差
を
、
ど
う
見
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
大
差
な
い
と
み
る

の
は
、
天
気
予
報
が
発
達
し
動
力
船
に
慣
ら
さ
れ
た
近
代
人
の
認
識
だ
ろ
う
。

現
在
の
フ
ェ
リ
ー
み
し
ま
で
さ
え
、
薩
摩
半
島
南
端
の
山
川
沖
か
ら
竹
島
ま
で

一
時
間
半
ほ
ど
か
か
る
。
風
を
頼
り
に
し
た
当
時
の
舟
の
速
度
を
現
在
の
動
力

船
よ
り
も
か
り
に
五
倍
程
度
遅
か
っ
た
と
す
る
と
（
こ
の
想
定
で
も
甘
い
と
思

う
が
）
、
七
時
間
半
（
硫
黄
島
ま
で
だ
と
九
時
間
以
上
）
も
か
か
る
こ
と
に
な

り
、
ほ
と
ん
ど
日
中
の
時
間
す
べ
て
を
使
っ
て
辿
り
着
く
計
算
に
な
る
。
こ
れ

が
口
永
良
部
島
か
ら
だ
と
、
一
、
二
時
間
短
縮
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も

じ
ま

天
候
の
急
変
に
は
、
デ
ン
島
（
一
一
一
ノ
迫
）
の
存
在
も
頼
も
し
い
（
後
述
）
。
数

字
で
見
る
以
上
に
、
当
時
の
航
海
を
想
定
し
た
難
易
度
で
考
え
る
と
、
そ
の
差

は
歴
然
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
も
う
一
度
、
「
七
島
問
答
」
を
見
直
す
。
そ
こ
に
は
、
次
の

よ
う
に
、
竹
島
・
硫
黄
島
と
黒
島
と
の
区
分
意
識
が
み
ら
れ
る
。
「
今
十
島
ヲ

言
ハ
ズ
何
ゾ
七
島
ヲ
云
フ
カ
」
の
問
い
に
対
し
て
、

此
回
ノ
事
専
ラ
七
島
一
一
ア
リ
。
然
し
ド
モ
剰
島
刻
訓
蜘
荊
岨
刈
側
踊
。
測
引
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一
や
“

ヒア

こ
こ
で
三
た
び
海
流
図
を
傍
証
と
す
る
。
海
流
例
の
中
に
は
、
対
馬
方
面
へ

と
北
上
す
る
黒
潮
の
分
流
が
、
長
崎
県
の
五
島
あ
た
り
か
ら
回
っ
て
南
下
す
る

動
き
を
描
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
図
６
．
図
７
）
。
こ
の
潮
に
乗
れ
ば
、
坊

津
あ
た
り
か
ら
黒
島
へ
は
比
較
的
行
き
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
先
に
引
用
し
た
建
武
頃
の
島
津
氏
が
千
髄
氏
に
黒
島
だ
け
を
単
独
で
与

え
る
と
い
う
意
識
も
、
ま
た
『
七
島
問
答
』
の
役
人
が
黒
島
を
経
由
し
て
（
種

子
島
・
屋
久
島
経
由
で
は
な
く
）
ト
カ
ラ
列
島
に
行
っ
た
の
も
、
お
そ
ら
く
坊

津
を
起
点
と
し
た
航
路
を
背
景
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
少
々
細
部
に
立
ち
入
る

が
、
黒
島
か
ら
ト
カ
ラ
列
島
の
口
之
島
に
渡
る
場
合
、
お
そ
ら
く
北
東
の
風
を

P■■客9客FePﾛ■

~‐辻

１
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ロー』 ﾛ‐ﾛ凸

図６

出典：http://www１.kaiho､mlitgojp/ＫＡＮｌＯ/kaiki／

current/index・ｈｔｍｌ

（蛎十管区海上職保安部のＨＰより）

図７

出典：htLp://ｗｗｗ,iokikai,orjp/kodai､sosyuuhtml

受
け
て
南
へ
漕
ぎ
出
し
、
東
流
す
る
黒
潮
に
押
し
戻
さ
れ
（
時
計
の
文
字
盤
で

ｎ
時
↓
皿
時
↓
９
時
↓
８
時
↓
７
時
の
）
西
側
に
突
き
出
た
弧
を
描
く
よ
う
に

し
て
（
口
永
良
部
島
に
い
っ
た
ん
立
ち
寄
る
か
、
あ
る
い
は
）
直
接
口
之
島
に

辿
り
着
く
、
そ
う
い
う
航
路
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
屋
久
島
南
西
部
の

栗
生
港
を
出
帆
し
た
と
し
て
、
も
っ
と
も
東
流
の
勢
い
の
激
し
い
海
峡
を
、
そ

の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
川
之
島
に
辿
り
薪
く
の
は
困
雌
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ト

カ
ラ
列
島
へ
の
飛
び
石
と
し
て
の
利
用
を
考
え
た
場
合
は
、
種
子
島
・
屋
久
島

か
ら
の
経
路
よ
り
も
黒
島
か
ら
南
下
す
る
経
路
の
ほ
う
が
有
効
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
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４
薩
摩
潟
ヨ
リ
遥
々
卜
海
ヲ
渡
テ
行
ク
道
ナ
レ
バ

国際文化学部論典第１３巻第２号（2012年９月）

と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
薩
摩
半
島
に
視
座
を
置
い
た
我
々
現
代
人
の
感
覚

だ
と
、
竹
島
も
硫
黄
島
も
黒
島
も
薩
摩
半
島
南
岸
か
ら
ほ
ぼ
等
距
離
に
み
え

る
。
し
か
し
先
の
引
用
文
で
は
、
硫
黄
島
・
竹
島
は
「
上
国
に
近
」
い
と
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
硫
黄
島
・
竹
島
に
は
種
子
島
・
屋
久
島
経
由
で
行
く
の
が

一
般
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
に
等
し
い
（
図
８
）
。
そ
の
感
覚
だ
と
、
黒
島

「
七
島
問
答
」
に
は
、
さ
ら
に
注
同

一
一
行
カ
ザ
ル
カ
」
の
問
い
に
対
し
て
、

ｌ
丹
波
少
将
…
（
中
略
）
…
俊
寛
僧
都
、
平
判
官
康
頼
を
薩
摩
国
鬼
界
島

へ
遣
シ
ヶ
ル
ニ
（
第
一
末
、
銘
オ
）

２
康
頼
泣
々
園
劇
団
Ｎ
刻
趣
ケ
ル
（
同
右
、
銘
ウ
）

二
島
最
モ
上
国
二
近
ク
、
官
人
ノ
往
来
少
シ
ト
セ
ズ
。
故
二
今
二
島
二
及

ボ
サ
ズ
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。
「
硫
黄
島
・
竹
島
は
や
は
り
遠
い
の
で
あ
る
。

図８

こ
れ
ま
で
我
々
現
代
人
の
感
覚
を
誤
ら
せ
て
き
た
要
因
の
一
つ
に
、
と
く
に

硫
黄
島
が
「
薩
摩
潟
（
方
）
硫
黄
島
」
「
薩
摩
潟
（
方
）
沖
の
小
島
」
と
呼
ば

れ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
だ
ろ
う
。
大
隅
潟
（
方
）
な
ど
と
い
う
表
現
は

ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
の
だ
。

延
慶
本
「
平
家
物
語
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
こ
と
ご
と
く
硫
黄
島
の
帰
属
を

薩
摩
国
と
表
現
し
て
い
る
。

６
皆
薩
摩
国
油
黄
島
ト
カ
ャ
ヘ
流
サ
ル
ベ
シ
ト
聞
（
（
同
右
、
邸
ウ
）

７
只
一
人
都
ヲ
出
テ
、
遥
々
ト
マ
ダ
シ
ラ
ヌ
闘
詞
圏
刈
付
刻
下
リ
ケ
ル
（
同

右
、
記
オ
）

８
松
ハ
薩
摩
方
、
野
中
ニ
ア
リ
。
（
同
右
、
艶
ウ
）

９
謝
翻
矧
創
型
『
列
、
ア
ヤ
シ
キ
文
ヤ
持
タ
ル
ト
サ
ガ
ス
（
同
右
、
銘
オ
）

５
薩
摩
方
へ
被
流
候
テ
後
、

計
（
第
二
本
、
蝿
オ
）

３
漸
日
数
経
ニ
ケ
レ
バ
、

221

」
に
み
え
る
種
子
島
経
由
の
旅
程

「
薩
摩
潟
」
硫
黄
島
の
表
現
の
陥
穿
Ｉ

薩
摩
国
ニ
モ
着
ニ
ヶ
リ
（
同
右
、
沼
ウ
）

ヲ
渡
テ
行
ク
道
ナ
レ
バ
（
同
右
、
再
ウ
）

、
彼
ノ
島
ニ
テ
コ
ソ
ハ
カ
ナ
ク
ナ
ラ
セ
給
ヌ
ト

六
延
慶
本
「
平
家
物
語
」

一

四



皿
潤
圃
矧
引
引
ハ
ル
バ
ル
ト
思
遣
り
マ
ヒ
ラ
セ
候
（
同
右
、
弱
オ
）

こ
の
う
ち
、
実
際
に
薩
摩
国
を
経
由
し
て
硫
黄
島
に
辿
り
着
く
と
い
う
交
通

路
を
想
起
さ
せ
る
文
脈
は
２
，
３
，
４
，
７
，
９
で
あ
る
。
一
方
、
硫
黄
島
が
薩
摩

国
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
文
脈
は
、
１
，
５
，
６
，
８
、

皿
で
あ
る
。
種
子
島
・
屋
久
島
の
管
轄
が
十
二
世
紀
後
半
に
大
隅
国
か
ら
薩
摩

国
へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
と
硫
黄
島
な
ど
の
帰
属
も
連
動
し
て
い
る
の
だ
る

（
ｕ
）う

。
そ
の
こ
と
が
、
延
慶
本
「
平
家
物
語
」
の
表
現
に
も
反
映
し
て
い
る
と
み

て
よ
い
。
康
頼
が
、

薩
摩
ガ
タ
沖
の
小
島
に
我
有
り
と
親
に
は
告
げ
よ
八
重
の
潮
風

と
詠
ん
で
帰
洛
後
、
「
千
載
集
」
に
入
首
し
た
の
も
、
硫
黄
島
の
帰
属
が
薩
摩

国
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
（
史
料
的
に
は
、
延
慶
本
「
平
家
物

語
」
よ
り
も
「
千
戦
集
」
〈
二
八
八
年
成
立
〉
の
ほ
う
が
古
い
）
。

さ
て
、
薩
摩
ガ
タ
の
ガ
タ
は
、
「
平
家
物
語
」
諸
本
中
も
っ
と
も
古
い
表
記

を
保
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
延
慶
本
に
お
い
て
、
「
方
」
が
三
例
、
「
潟
」

が
二
例
で
あ
る
。
柳
葉
敏
昭
（
二
○
○
三
）
は
、
「
潟
」
を
本
来
的
な
表
記
と

考
え
て
ラ
グ
ー
ン
の
よ
う
な
地
形
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
の
説
を
紹
介
し
つ

つ
も
、
そ
れ
を
否
定
し
た
。
た
し
か
に
、
こ
こ
に
そ
の
よ
う
な
港
湾
の
形
状
を

表
す
下
接
語
が
く
る
の
は
、
ど
う
考
え
て
も
不
自
然
だ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
延

慶
本
の
表
現
の
う
ち
、
出
港
地
を
表
す
も
の
と
し
て
読
め
る
ガ
タ
は
「
薩
摩
潟

ヨ
リ
遥
々
ト
海
ヲ
渡
テ
行
ク
道
ナ
レ
バ
」
の
み
で
あ
る
。
「
旧
記
雑
録
」
前
編

一
’
三
五
一
「
嘉
禄
三
年
〈
一
二
二
七
〉
十
月
十
日
付
将
軍
頼
経
安
堵
下
文
」

、

に
「
島
津
庄
内
薩
摩
方
地
頭
守
護
職
」
の
用
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
薩
摩
ガ
タ

は
「
方
」
が
本
来
で
、
管
轄
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
種
子
島
．

屋
久
島
の
管
轄
が
平
安
後
期
に
大
隅
国
か
ら
薩
摩
国
に
変
更
さ
れ
た
と
す
れ

ば
、
こ
と
さ
ら
に
管
轄
を
示
す
語
が
付
随
し
や
す
く
な
る
の
も
額
け
る
。
つ
ま

り
、
「
大
隅
方
で
は
な
く
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
だ
「
薩
摩
方
」
で
あ
っ
た

ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
肥
前
か
ら
海
路
で
串
木
野
、
坊
津
へ
と
南
下
す
る
ル
ー
ト

が
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
延
慶
本
「
平
家
物
語
」
で
俊
寛
ら
が

、
、
、
、
、
、
、

薩
摩
を
経
由
し
て
硫
黄
島
に
渡
っ
た
の
も
事
実
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
と
前

節
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
と
を
整
合
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
目
視
で
き
る
感
覚
や

行
政
上
の
管
轄
意
識
か
ら
す
る
と
「
端
五
島
」
は
薩
摩
沖
だ
が
、
実
際
に
は
、

坊
津
↓
枕
崎
↓
頴
娃
↓
伊
座
敷
・
佐
多
岬
（
大
隅
半
島
南
部
）
↓
西
之
表
（
種

子
島
）
↓
島
間
（
同
）
↓
宮
之
浦
（
屋
久
島
）
↓
一
湊
（
同
）
↓
永
田
（
同
）

↓
西
之
湯
（
口
永
良
部
島
）
↓
長
浜
（
硫
黄
島
）
↓
寵
（
竹
島
）
な
ど
と
種
子

島
経
由
で
渡
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
（
図
８
）
。
地
理
上
の
距
離
感
や

利
便
性
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
島
々
に
お
け
る
肥
後
氏
（
種
子
島
氏
の
祖
）

の
存
在
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

、
、
、
、
、
、

じ
つ
は
、
延
慶
本
「
平
家
物
語
」
に
、
種
子
島
経
由
で
硫
黄
島
に
渡
っ
た
ら

し
き
海
路
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
表
現
が
二
例
あ
る
。
一
例
目
は
、
三
人
が
流
罪

に
さ
れ
る
往
路
で
の
記
述
で
あ
る
。

端
五
島
ノ
中
二
流
黄
ノ
出
ル
島
々
ヲ
バ
、
油
黄
ノ
島
卜
名
付
タ
リ
。
サ
テ

順
風
有
ケ
レ
バ
彼
島
へ
押
付
テ
、
端
五
島
ガ
内
、
少
将
ヲ
（
三
ノ
迫
ノ
北

＊

＊

一

五
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「
迫
」
の
字
は
岩
と
岩
が
近

ノ
接
し
て
い
る
場
合
に
用
い
ら

ｄ鉦
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ａ伽
僻
都
ハ
余
リ
ニ
悲
二
疲
レ

唖
血
テ
、
判
別
刺
型
二
沈
居
タ
リ
。

血
馴
（
第
一
末
、
布
ウ
）

即
唖
岬
応
永
書
写
本
の
ル
ビ
で

岬
．
岬
「
三
ノ
迫
」
の
「
迫
」
に
は

伽
蜘
セ
マ
リ
と
あ
り
、
「
岩
ノ
迫
」

ｐ
Ｏ

地
叩
の
「
迫
」
に
は
ル
ビ
が
付
さ

典
れ
て
い
な
い
（
勉
誠
出
版
本

出
で
は
後
者
に
「
は
ざ
ま
」
と

ル
ビ
を
振
る
が
、
そ
れ
は

国際文化学部i総集第１３巻第２ザ（2012年９月）

ノ
油
黄
島
…
（
中
略
）
…
ニ
ゾ
捨
置
ケ
ル
。
（
第
一
末
、
別
オ
）

ま
ず
は
「
三
ノ
迫
」
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。
硫
黄
島
の
南
に
「
三
ノ
迫
」

じ
ま

と
い
う
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
が
あ
る
。
デ
ン
島
で
あ
る
（
図
９
）
。
写
真

の
よ
う
に
、
海
中
か
ら
岩
が
三
つ
突
き
出
し
て
い
る
。

こ
の
而
像
は
南
側
（
口
永
良
部
島
側
）
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
、
左
か
ら
順

に
西
の
瀬
、
エ
ボ
シ
、
東
の
瀬
の
名
が
あ
る
。
こ
の
一
帯
の
浅
瀬
は
海
水
温
が

ゆ
ぜ

高
く
、
湯
瀬
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
当
然
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
多
く
、
魚
も
曲
豆
富

な
場
所
で
あ
る
。
現
在
で
は
有
名
な
ダ
イ
ビ
ン
グ
・
ス
ポ
ッ
ト
で
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
魚
の
群
れ
の
画
像
が
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
延
慶
本
『
平
家
物

語
』
で
は
、
次
の
よ
う
に

219

一
生
ハ

一
．
源
平
盛
衰
記
・
一
の
ル
ビ
を
参
考
に
し
て
校
注

者
が
付
し
た
も
の
で
、
こ
れ
も
セ
マ
リ
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
）
。
つ
ま
り
、
デ
ン
島
は
「
三

ノ
迫
」
の
表
現
に
、
じ
っ
に
よ
く
符
合
す
る
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
地
図
で
み
る
と
わ
か
る
よ

う
に
、
デ
ン
島
か
ら
見
る
と
硫
黄
島
は
「
北
」

と
い
う
よ
り
「
東
北
東
」
で
あ
る
（
図
加
）
。

位
置
関
係
で
い
え
ば
硫
黄
島
の
真
南
に
ヤ
ク

ロ
瀬
と
い
う
岩
礁
地
帯
が
あ
り
、
そ
の
ほ
う
が

符
合
す
る
。
ヤ
ク
ロ
瀬
付
近
も
海
水
温
が
商

く
、
魚
の
宝
庫
で
あ
る
（
海
水
温
の
分
布
図
は

彦
庁
庁
ご
く
へ
の
ｍ
‐
ロ
四
碩
聖
、
四
丙
一
・
ヶ
一
○
伽
・
○
○
国
・
ロ
の
、
一
℃
へ

匡
○
奥
９
局
Ｓ
］
合
○
の
Ｆ
ｏ
忌
画
・
冨
旦
参
照
）
。
岩

の
形
状
と
し
て
は
デ
ン
烏
の
ほ
う
が
近
く
、
硫

麓
島
と
の
位
瞳
関
係
で
は
ヤ
ク
ロ
瀬
の
ほ
う
が

画
却
画
勾
伝

争
》
一

一
一
一

月
』
』

＝・葺甲夕

…,遡,拶緬…奨
回ね

＃リサヤクロ瀬

図'1０

近
い
と
い
う
わ
け
で
、
両
者
を
混
同
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
ヤ
ク
ロ
瀬
は
写

真
の
よ
う
に
多
く
の
低
い
岩
礁
が
突
出
し
て
い
る
海
域
（
図
ｕ
・
図
廻
）
で
、

当
時
の
船
を
想
像
し
て
み
た
場
合
、
船
が
岩
礁
に
当
た
っ
て
雌
破
し
そ
う
な
危

険
な
場
所
で
あ
る
。
天
候
が
急
変
し
て
視
界
不
良
と
な
れ
ば
、
ど
こ
に
岩
礁
が

あ
る
の
か
見
分
け
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
近
寄
り
た
く
な
い
海
域
だ
ろ
う
。

逆
に
デ
ン
島
は
、
遠
く
か
ら
で
も
Ⅱ
印
に
な
る
よ
う
な
島
で
、
風
や
波
が
思

い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
時
に
は
岩
陰
に
船
を
避
難
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、
頼
り

黒脇

‘○
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に
な
る
小
島
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
た
場
合
、
口
永
良

部
島
を
出
た
船
は
ヤ
ク
ロ
瀬
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
デ
ン
島
を
目
指
し
て
北
上

し
、
ヤ
ク
ロ
瀬
と
デ
ン
島
と
の
間
を
通
っ
て
硫
黄
島
に
向
か
っ
た
の
だ
ろ
う

（
先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
あ
た
り
は
西
か
ら
東
へ
の
強
い
潮
が
流
れ
て
い
る
の

で
、
ヤ
ク
ロ
瀬
の
東
側
を
通
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
）
。
川
永
良
部
島
を
出
た

船
が
、
デ
ン
島
（
三
ノ
迫
）
を
左
に
見
な
が
ら
北
上
し
硫
黄
島
に
向
か
っ
た
、

、

そ
の
こ
と
を
「
一
一
一
ノ
迫
ノ
北
ノ
油
黄
島
」
と
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
。

少
し
随
路
に
入
り
す
ぎ
た
。
本
題
に
戻
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
三
ノ

迫
ノ
北
」
の
「
北
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
硫
黄
島
へ
の
行
程
を
、
南
の
ｕ
永
良

部
島
か
ら
説
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
方
角
と
い
う
も
の
は
、

〈
ど
こ
か
ら
見
て
〉
と
い
う
視
座
が
あ
っ
て
こ
そ
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
種
子
島
経
曲
の
航
路
を
背
最
に
し
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
表
現
だ
と

考
え
ら
れ
る
の
だ
。
逆
の
こ
と
を
想
定
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
枕
崎
方
而
か

－－鍾聖△
--密会
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図１１

出典：http://ishidaisyunjyublog47・ｆｃ２
ｃｏｍ/blogdate-201204html

ら
硫
黄
島
を
目
指
す
時
に
、
は
た
し
て
何
か
の
目
印
の
「
北
」
に
硫
黄
島
が
存

在
す
る
な
ど
と
言
う
だ
ろ
う
か
。
枕
崎
方
面
か
ら
南
に
見
え
る
硫
黄
島
の
、
さ

ら
に
そ
の
向
こ
う
（
南
）
の
目
印
（
デ
ン
島
）
を
想
定
し
て
、
そ
の
「
北
」
な

ど
と
表
現
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
え
な
い
と
断
じ
て
よ
い
。
ち
な
み
に
、
硫

菰
島
の
北
側
の
海
域
に
は
、
「
三
ノ
迫
」
ら
し
き
岩
礁
や
小
島
は
い
っ
さ
い
存

在
し
な
い
。

種
子
島
経
由
の
航
路
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
二
例
目
は
、
康
頼
と
成
経
が
硫
黄

島
を
離
れ
る
復
路
の
記
述
で
あ
る
。

少
将
ハ
九
月
半
ス
ギ
テ
島
ヲ
洲
出
テ
、
肌
ヲ
シ
ノ
ギ
波
ヲ
ワ
ケ
、
浦
伝
島

侭
亥
升
、
州
ヨ
剛
ト
云
ニ
ハ
九
国
ノ
地
へ
付
ニ
ヶ
リ
。

二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
、
「
浦
伝
島
伝
シ
テ
」
と
あ
る
の
は
、
枕
崎
方
面
か

ら
の
航
路
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
は
大
海
原
が
広
が
る
ば
か
り
で
あ
る
。

「
浦
伝
島
伝
」
の
表
現
は
、
硫
黄
島
↓
川
永
良
部
島
↓
屋
久
島
↓
種
子
島
↓
大

隅
半
島
の
ル
ー
ト
に
ま
さ
し
く
符
合
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
、
珍
し
く
薩

摩
と
は
表
現
せ
ず
に
「
九
国
ノ
地
」
と
雌
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
康
頼
・
成

経
の
本
土
上
陸
地
が
大
隅
国
で
あ
っ
た
た
め
の
表
現
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

傍
線
部
の
よ
う
に
、
「
九
月
半
ス
ギ
テ
」
硫
黄
島
を
出
発
し
、
「
Ⅱ
三
日
」
に
九

州
本
土
に
着
い
た
と
す
る
の
だ
か
ら
、
約
一
週
間
か
か
っ
て
い
る
こ
と
な
る
。

も
し
硫
黄
島
か
ら
嘘
接
枕
崎
・
坊
津
方
面
を
同
指
し
た
と
す
る
な
ら
、
危
険
な

海
上
に
一
週
間
も
浮
か
ん
で
い
た
こ
と
に
な
り
、
不
自
然
で
あ
る
。
当
時
そ
の

航
路
が
ま
っ
た
く
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
も
し
そ
の
ル
ー

ト
を
使
う
と
す
れ
ば
、
よ
ほ
ど
風
と
波
に
恵
ま
れ
て
、
一
日
で
渡
れ
る
よ
う
な

見
込
み
が
あ
る
川
を
選
ん
で
渡
る
は
ず
で
あ
る
。
間
程
と
言
い
、
拙
写
と
言
い
、

図１２

出典：http://www1.bbiqjp/gyoshu／
ｎｅＶⅦ〕age8.hｔｍｌ
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七
康
頼
や
俊
寛
の
最
初
の
流
刑
地

一
般
に
は
成
経
・
康
頼
・
俊
寛
の
三
人
が
初
め
か
ら
揃
っ
て
硫
黄
島
に
流
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
記
事
を
整
理
す
る
傾
向
の
強
い
覚
一
本

や
流
布
本
系
統
の
「
平
家
物
語
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
認
識
で
あ
る
。
『
平

家
物
語
」
の
研
究
者
の
間
で
は
、
延
慶
本
が
よ
く
古
態
を
存
し
、
爽
雑
で
煩
噴

に
み
え
る
デ
ィ
テ
イ
ル
を
保
存
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
延
慶
本
で
は
、
最
初
は
成
経
・
康
頼
・
俊
寛
の
三
人
が
そ
れ
ぞ

れ
別
の
島
に
流
さ
れ
、
の
ち
に
硫
黄
島
に
合
流
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と

も
、
研
究
者
の
間
で
は
常
識
で
あ
る
。
た
だ
不
幸
に
し
て
、
延
慶
本
は
一
般
の

読
者
の
目
に
触
れ
に
く
い
た
め
、
そ
の
こ
と
が
現
地
三
島
村
の
方
々
に
も
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
延
慶
本
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

延
慶
本
の
記
述
は
、
種
子
島
経
由
の
ル
ー
ト
で
し
か
説
明
で
き
な
い
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
延
慶
本
「
平
家
物
語
」
に
語
ら
れ
て
い
る
成
経
ら
の
往
復

（
吃
）

ル
ー
ト
は
、
い
ず
れ
も
種
子
島
経
由
の
そ
れ
ら
し
い
の
で
あ
る
。

端
五
島
ガ
内
、

刈
副
、
倒
飼
引
刈
創
司
刈
周
ニ
ゾ
掛
詮
分
泌
。
彼
島
ニ
ハ
白
路
多
く
シ
テ

石
白
シ
◎
水
ノ
流
二
至
マ
デ
、
浪
白
シ
テ
潔
シ
。
力
、
レ
バ
ニ
ャ
、
白
石

、
、
、
、
、

ノ
島
ト
名
付
タ
リ
。
責
テ
ー
島
二
捨
置
タ
ラ
バ
、
ナ
グ
サ
ム
方
モ
有
ベ
キ

、
、
、
、
、

二
、
ハ
ル
カ
ナ
ル
離
し
島
共
二
捨
置
ケ
レ
バ
、
悲
ナ
ム
ド
ハ
愚
也
。
サ
レ

ド
モ
、
後
ニ
ハ
俊
寛
モ
康
頼
モ
ト
カ
ク
シ
テ
、
少
将
ノ
有
ケ
ル
油
黄
島
へ
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少
将
ヲ
（
三
ノ
迫
ノ
北
ノ
油
黄
島
、

タ
ド
リ
付
テ
、
互
二
血
ノ
涙
ヲ
流
ケ
リ
。

一
読
し
て
、
通
常
の
流
罪
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
通
常
の
流
罪
と
は
、
都

か
ら
領
送
使
た
る
検
非
違
使
庁
の
役
人
が
流
人
を
連
行
し
、
配
流
地
の
官
人
に

引
き
継
ぎ
を
す
る
も
の
で
、
流
人
は
配
流
先
で
も
役
人
に
管
理
さ
れ
続
け
る
も

の
で
あ
る
。
「
保
元
物
語
」
の
崇
徳
院
が
そ
の
好
例
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
右
の

よ
う
に
成
経
・
康
頼
・
俊
寛
の
場
合
は
、
「
捨
置
ケ
ル
」
「
捨
置
タ
ラ
バ
」
「
捨

置
ケ
レ
バ
」
と
ぶ
れ
る
こ
と
な
く
「
捨
置
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

「
捨
て
殺
し
」
と
呼
ば
れ
る
形
態
の
流
罪
で
あ
る
。
「
端
五
島
」
の
郡
簡
的
な
機

能
を
果
た
し
た
島
は
間
違
い
な
く
種
子
島
だ
ろ
う
か
ら
、
屋
久
島
を
経
て
さ
ら

に
奥
地
に
流
罪
に
し
た
彼
ら
を
管
理
す
る
た
め
の
人
員
を
配
置
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
流
罪
が
「
捨
て
殺
し
」
で
あ
る

こ
と
の
も
う
一
つ
の
根
拠
は
、
俊
寛
や
康
頼
が
「
後
ニ
ハ
」
「
ト
カ
ク
シ
テ
」

硫
黄
島
に
「
タ
ド
リ
付
」
い
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
商
人
の
船
や
漁

船
に
便
乗
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
勝
手
に
移
動
し
た
ら
し
い

の
で
あ
る
。
役
人
に
管
理
さ
れ
て
い
る
正
式
の
流
罪
で
な
い
こ
と
を
如
実
に
物

語
っ
て
い
る
。

さ
て
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
成
経
が
流
罪
に
な
っ
た
の
は
硫
黄
島
で
問

題
な
い
と
し
て
、
康
頼
が
流
さ
れ
た
「
ア
コ
シ
キ
ノ
島
」
や
俊
寛
が
流
さ
れ
た

「
白
石
ノ
島
」
が
ど
こ
な
の
か
、
で
あ
る
。

『
三
島
村
誌
」
は
「
ア
コ
シ
キ
」
が
転
誰
し
て
ア
ク
セ
キ
に
な
っ
た
と
考
え

た
の
か
、
康
頼
が
流
さ
れ
た
の
は
悪
石
島
（
ト
カ
ラ
列
島
）
と
断
じ
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
白
石
ノ
島
」
に
つ
い
て
は
、
伊
地
知
季
安
「
南
聴
紀
考
」
の
宮
古

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

島
説
を
退
け
、
「
三
島
、
十
島
中
で
、
海
岸
の
石
か
砂
浜
が
白
く
、
白
鷺
が
飛

一
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ん
で
い
る
の
は
竹
島
か
宝
島
で
あ
る
」
と
候
補
を
挙
げ
、
竹
島
は
硫
黄
島
に

「
余
り
近
す
ぎ
る
」
と
し
て
、
宝
島
説
を
提
唱
し
て
い
る
。
硫
黄
島
に
成
経
、

そ
こ
か
ら
離
れ
た
ト
カ
ラ
列
島
の
悪
石
島
に
康
頼
を
、
宝
島
に
俊
寛
を
、
と
考

え
て
い
る
わ
け
だ
が
、
延
慶
本
の
記
述
を
知
ら
な
い
で
推
定
し
た
も
の
で
あ

、

る
。
上
述
の
と
お
り
延
慶
本
で
は
「
端
五
島
ノ
内
」
と
あ
る
の
で
、
ト
カ
ラ
列

島
は
候
補
に
な
ら
な
い
。
逆
に
、
利
便
性
の
高
い
種
子
島
・
屋
久
島
で
も
な
さ

そ
う
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
口
永
良
部
島
・
硫
黄
島
・
竹
島
に
三
人
を
流

し
た
こ
と
に
な
り
、
硫
黄
島
は
成
経
だ
と
明
記
し
て
い
る
の
で
、
口
永
良
部
島

と
竹
島
と
で
考
察
を
詰
め
る
こ
と
に
な
る
。
『
三
島
村
誌
」
の
い
う
よ
う
に
、

竹
島
は
石
や
砂
浜
の
白
さ
が
目
立
つ
島
で
あ
る
。
フ
ェ
リ
ー
み
し
ま
の
着
く
長

瀬
港
の
周
辺
に
は
地
層
が
剥
き
出
し
に
な
っ
た
断
崖
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
い

ず
れ
も
か
な
り
白
っ
ぽ
い
。
地
山
は
玄
武
岩
ｌ
苦
鉄
質
安
山
岩
の
薄
い
溶
岩
と

火
砕
岩
が
累
積
し
た
山
、
お
よ
び
流
紋
岩
ｌ
デ
イ
サ
イ
ト
の
厚
い
溶
岩
流
で
形

成
さ
れ
た
山
だ
が
、
そ
の
上
に
小
ア
ビ
山
火
砕
流
、
龍
港
降
下
火
砕
物
層
、
長

瀬
火
砕
流
、
船
倉
火
砕
流
、
竹
島
火
砕
流
な
ど
が
堆
積
し
て
い
る
（
「
三
島
村

誌
」
）
。
竹
島
に
は
由
緒
不
明
の
聖
大
明
神
社
が
あ
る
が
、
古
代
・
中
世
に
お
い

て
は
聖
と
は
僧
侶
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
こ
が

俊
寛
居
住
の
痕
跡
を
伝
え
る
場
所
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
と

も
あ
れ
、
「
白
石
ノ
島
」
が
竹
島
で
あ
り
そ
こ
に
流
さ
れ
た
の
が
俊
寛
だ
と
す

る
と
、
消
去
法
で
、
口
永
良
部
島
に
流
さ
れ
た
の
は
康
頼
だ
と
い
う
こ
と
に
な

（
旧
）

る
。

こ
の
推
定
は
、
別
の
観
点
か
ら
補
強
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
の
結
果
と

し
て
俊
寛
ひ
と
り
が
硫
黄
島
に
残
さ
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
三
人
の
中
で

も
っ
と
も
罪
が
重
い
と
考
え
ら
れ
た
の
は
俊
寛
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
種
子
島

を
起
点
と
し
て
屋
久
島
、
口
永
良
部
島
と
奥
へ
入
っ
て
ゆ
く
航
路
の
中
で
竹
島

が
も
っ
と
も
僻
遠
の
島
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
康
頼
は
小
松
殿
重
盛
と

こ
皇
の
は
や
し

の
関
係
が
近
く
（
延
慶
本
第
一
末
、
銘
オ
）
、
「
摂
津
国
狗
林
」
で
出
家
し
て

信
心
深
さ
も
見
せ
て
い
る
の
で
、
種
子
島
・
屋
久
島
に
も
っ
と
も
近
い
口
永
良

部
島
に
康
頼
が
流
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
近
い
方
か

ら
順
に
康
頼
、
成
経
、
俊
寛
と
置
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

小
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
大
き
く
言
え
ば
次
の
二
点
で
あ
る
。

①
古
代
（
十
五
世
紀
ま
で
）
に
お
い
て
は
、
屋
久
島
・
口
永
良
部
島
の
南
、

硫
黄
島
の
西
に
国
境
の
意
識
が
あ
っ
た
。

②
船
の
自
由
な
往
来
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
駅
路
・
水
路
の
よ
う
な
制
度
的

な
交
通
路
は
、
大
隅
ｌ
種
子
島
１
口
永
良
部
島
ｌ
硫
黄
島
ｌ
竹
島
の
ル
ー

ト
で
あ
っ
た
。

永
山
（
一
九
九
三
）
は
、
南
島
へ
の
流
罪
に
関
す
る
史
料
が
歴
史
上
か
ら
消

え
る
三
世
紀
半
に
お
よ
ぶ
期
間
と
、
公
的
に
死
刑
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
期
間

（
弘
仁
～
保
元
）
が
重
な
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
小
稿
で
薩
摩
硫
黄
島
の
境
界

性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
彼
ら
が
流
罪
に
さ
れ
た
の
が
な
ぜ
口
永
良
部

、
、
、
、
、

島
・
硫
黄
島
・
竹
島
で
あ
っ
た
の
か
の
謎
は
、
こ
の
一
一
一
島
が
最
辺
境
の
島
で

さ
ん
と
う

あ
っ
た
こ
と
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
一
二
島
よ
り
も
外
側
（
黒
島
や
ト
カ
ラ
列

島
）
は
日
本
国
の
管
理
区
域
外
な
の
で
、
〈
管
理
内
に
お
け
る
最
辺
境
〉
と
い

八
お
わ
り
に

一

九
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う
意
味
合
い
で
こ
の
三
島
が
選
ば
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
言
い
方

を
変
え
れ
ば
、
〈
死
罪
の
一
歩
手
前
〉
と
い
う
意
味
合
い
が
、
最
辺
境
の
三
島

に
は
込
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
鹿
谷
陰
謀
事
件
に
怒
り
狂
っ
た
平
清

盛
は
、
配
流
地
を
「
硫
黄
島
」
と
固
有
名
詞
を
も
っ
て
指
定
し
た
の
で
は
な
く
、

お
そ
ら
く
〈
日
本
の
さ
い
は
て
へ
流
せ
〉
と
命
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

京
か
ら
見
れ
ば
対
馬
も
薩
摩
も
大
差
な
い
辺
境
だ
ろ
う
が
、
大
宰
府
の
視
座
で

見
れ
ば
薩
摩
沖
の
島
々
を
選
ぶ
だ
ろ
う
し
、
薩
摩
国
司
の
視
座
で
見
れ
ば
種
子

島
・
屋
久
島
の
さ
ら
に
先
に
あ
る
三
つ
の
島
を
選
ぶ
だ
ろ
う
。

小
稿
で
採
っ
て
き
た
方
法
（
海
流
、
現
地
の
交
通
事
情
、
現
地
人
の
地
理
感

覚
の
勘
案
）
に
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
央
が
認
識
し
た
境
界
認
識
と

現
地
人
（
薩
摩
・
大
隅
）
が
認
識
し
た
境
界
認
識
は
ず
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
辺
境
の
地
で
は
、
〈
中
央
の
直
接
支
配
〉
と
い

う
も
の
は
観
念
的
な
も
の
（
幻
想
）
だ
ろ
う
。
中
央
が
辺
境
ま
で
直
接
統
治
す

る
と
い
う
よ
り
も
、
か
り
に
大
宰
府
ま
で
統
治
し
た
ら
そ
の
大
宰
府
が
薩
摩
半

島
や
大
隅
半
島
南
部
ま
で
の
統
治
を
考
え
、
あ
る
い
は
か
り
に
薩
摩
国
や
大
隅

国
ま
で
統
治
し
た
ら
薩
摩
国
や
大
隅
国
が
南
の
島
々
の
統
治
を
考
え
る
、
そ
う

い
っ
た
間
接
的
な
統
治
し
か
、
古
代
に
お
い
て
は
あ
り
え
な
い
は
ず
だ
。
薩

摩
・
大
隅
の
人
間
が
目
の
前
の
こ
れ
こ
れ
の
島
ま
で
は
我
々
が
支
配
し
て
い
る

と
い
え
ば
、
そ
れ
を
大
宰
府
が
追
認
し
、
さ
ら
に
は
奈
良
や
京
の
中
央
政
府
が

二
重
に
追
認
す
る
、
そ
の
よ
う
な
姿
が
実
態
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
南
の
島
々

の
ど
こ
ま
で
が
〈
内
側
〉
で
あ
る
か
は
、
薩
摩
半
島
・
大
隅
半
島
の
人
々
が
そ

の
地
域
を
ど
う
認
識
し
た
か
が
重
要
な
鍵
と
な
る
は
ず
だ
。
中
央
か
地
方
か
の

二
者
択
一
で
も
な
く
、
重
層
的
に
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
交
易
論
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

た
だ
、
境
界
論
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
中
央
的
な
視
座
と
連

動
し
て
い
る
は
ず
の
境
界
認
識
と
い
っ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の

か
、
い
ま
以
上
に
突
き
詰
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
い
ま
の

境
界
論
・
辺
境
論
は
、
実
体
的
な
常
識
と
し
て
す
で
に
境
界
・
辺
境
と
呼
ば
れ

る
と
こ
ろ
に
は
じ
め
か
ら
着
目
し
（
境
界
が
境
界
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
自
明

視
し
）
、
そ
の
前
提
の
上
で
交
易
論
を
論
じ
て
い
る
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
そ

れ
は
そ
れ
で
有
益
な
面
も
あ
ろ
う
が
、
本
当
の
意
味
で
境
界
を
論
じ
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
重
層
的
と
も
い
え
る
中
央
視
座
形
成
の
問
題
を
な
い
が
し
ろ
に
は

で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
国
家
意
識
の
形
成
論
に
収
散
す
る
境

界
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
１
）
永
山
修
一
（
二
○
○
七
）
は
、
池
畑
耕
一
（
一
九
九
八
）
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
、

二
○
○
三
年
以
降
精
力
的
に
発
掘
調
査
が
継
続
さ
れ
て
い
る
喜
界
島
（
奄
美
大
鳥

の
束
）
の
城
久
遺
跡
群
か
ら
、
大
宰
府
と
の
緊
密
な
交
流
が
窺
え
る
こ
と
を
根
拠

に
、
喜
界
島
に
「
大
宰
府
の
出
先
機
関
的
な
も
の
」
が
設
定
さ
れ
、
「
南
島
産
物

を
周
り
の
島
々
か
ら
集
め
政
府
に
貢
進
す
る
な
ど
の
任
務
に
あ
た
っ
た
」
と
推
定

し
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
永
山
は
（
一
九
九
三
）
に
お
い
て
、
「
日
本
紀
略
」
長

徳
四
年
（
九
九
八
）
九
月
十
四
日
条
の
「
貴
駕
島
」
を
、
大
宰
府
か
ら
の
「
下
知
」

を
受
け
て
「
南
蛮
」
を
捕
進
す
る
よ
う
な
位
置
に
あ
る
も
の
と
指
摘
し
、
「
貴
駕

島
」
が
日
本
国
の
制
度
の
内
側
に
組
み
込
ま
れ
た
島
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
が

ベ
ー
ス
に
あ
っ
て
、
城
久
遺
跡
の
出
土
品
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
永

山
は
（
二
○
○
八
）
で
、
「
一
○
世
紀
末
の
段
階
で
、
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
に
大
宰
府

の
出
先
機
関
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
」
「
一
二
世
紀
に
な
る
と
、
キ
カ

二

○
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口
之
島
、
中
之
島
、
臥
蛇
島
、
平
烏
、
諏
訪
之
瀬
烏
、
悪
石
島
、
宝
島

烏
、
小
宝
島
、
上
ノ
根
島
、
横
当
烏
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
傍
線
部
が
、
旧
「
七

島
」
で
あ
る
。
近
世
に
は
川
辺
郡
に
属
し
た
た
め
、
「
川
辺
七
島
」
と
呼
ぶ
こ
と

が
多
か
っ
た
。
古
来
の
端
五
島
と
奥
七
島
を
合
わ
せ
る
と
十
二
島
と
な
る
わ
け

で
、
実
際
に
「
十
二
島
地
頭
職
」
と
い
う
職
も
、
中
世
に
は
存
在
し
た
（
「
旧
記

雑
録
」
前
編
一
’
三
五
一
「
嘉
禄
三
年
〈
一
二
二
七
〉
十
月
十
日
付
将
軍
頼
経
安

堵
下
文
」
な
ど
）
。
ト
カ
ラ
列
島
ま
で
含
め
て
日
本
国
の
内
側
と
み
る
史
料
の
初

見
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
頼
朝
に
よ
る
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
征
伐
後
に
、
組
み
込
ま
れ

た
の
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
以
前
は
、
硫
黄
島
が
妓
辺
境
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
し
、

そ
の
後
も
、
小
稿
で
詳
述
す
る
よ
う
に
口
永
良
部
島
・
硫
黄
島
と
ト
カ
ラ
列
島
と

の
間
に
は
緩
や
か
な
断
絶
感
が
存
在
し
続
け
た
と
考
え
る
。

（
４
）
黒
島
流
れ
は
明
治
二
十
八
年
年
七
月
二
十
四
日
の
海
難
事
故
。
枕
崎
の
漁
船
が

イ
ガ
シ
マ
は
異
国
と
し
て
の
位
置
付
け
に
」
な
っ
た
と
通
時
的
な
問
題
と
し
て
考

え
て
い
る
。
出
先
機
関
と
ま
で
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
、
危
う
さ
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

（
２
）
「
日
本
書
紀
」
に
ト
カ
ラ
国
、
ト
カ
ラ
人
と
読
め
る
表
記
が
出
て
く
る
。
次
の

五
例
で
あ
る
。
白
錐
五
年
（
六
五
四
）
四
月
「
吐
火
羅
国
」
、
斉
明
天
皇
三
年

（
六
五
七
）
七
月
三
日
「
観
貨
遜
国
」
、
同
七
月
十
五
日
「
観
貨
遜
人
」
、
斉
明
天

皇
五
年
（
六
五
九
）
「
吐
火
羅
人
」
、
斉
明
天
皇
六
年
（
六
六
○
）
七
月
十
六
日
「
都

肌
羅
人
」
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
イ
ン
ド
の
舎
衛
国
や
舎
衛
人
と
と
も
に
出
て
く
る

の
で
、
タ
イ
国
の
ド
ヴ
ァ
ー
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
を
指
す
と
考
え
る
の
が
現
在
で
は
定
説

と
な
っ
て
い
る
〔
井
上
光
貞
（
一
九
六
○
）
、
中
村
明
蔵
（
一
九
九
五
）
〕
。
現
在

の
ト
ヵ
ラ
列
島
に
、
古
代
に
お
い
て
異
国
を
表
し
た
語
が
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
ト
ヵ
ラ
列
島
に
対
す
る
本
土
側
の
認
識
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
象
徴
的
だ
ろ

、
っ
。

（
３
）
十
島
村
の
名
は
、
明
治
四
十
一
年
の
村
制
施
行
に
よ
る
も
の
で
、
当
時
の
「
十

島
」
と
は
現
在
の
三
島
村
（
黒
島
、
竹
島
、
硫
黄
島
）
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
三
島
と
七
島
を
合
わ
せ
て
「
十
島
」
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
昭
和

二
十
七
年
に
三
島
村
と
十
島
村
（
こ
の
場
合
の
「
十
島
」
は
旧
来
の
七
島
の
こ
と
）

と
に
分
か
れ
て
日
本
国
に
返
還
さ
れ
、
鹿
児
島
郡
に
属
し
た
。
新
し
い
十
島
は
、
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、
小
臥
蛇

黒
島
付
近
で
操
業
中
、
台
風
の
接
近
に
適
い
、
四
一
一
名
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
の

多
く
は
、
黒
島
片
泊
の
塩
手
鼻
・
ユ
キ
ノ
瀬
あ
た
り
に
打
ち
よ
せ
ら
れ
た
。
い
く

ら
台
風
で
も
、
前
触
れ
も
な
く
暴
風
・
高
波
が
訪
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
徐
々

に
波
風
が
強
く
な
る
中
で
、
港
に
近
づ
き
に
く
い
潮
流
の
難
し
さ
が
黒
島
周
辺
海

域
に
は
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
５
）
南
西
諸
島
の
生
物
相
で
、
屋
久
島
・
種
子
島
と
奄
美
群
島
と
の
間
（
厳
密
に
は

悪
石
島
と
小
宝
島
と
の
間
）
に
存
在
す
る
生
物
地
理
区
の
旧
北
区
と
東
洋
区
を
分

割
す
る
分
布
境
界
線
。
渡
瀬
庄
三
郎
に
よ
っ
て
大
正
元
年
（
一
九
二
六
）
に
発
表

さ
れ
た
。

（
６
）
「
種
子
島
家
譜
」
の
十
代
清
時
の
条
に
、
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
八
月
十
日

の
こ
と
と
し
て
、
「
好
久
（
後
に
用
久
と
改
む
）
、
薩
州
川
辺
七
島
の
臥
蛇
、
平
、

二
島
を
賜
ふ
」
の
記
事
が
み
え
、
十
二
代
忠
時
の
条
に
、
永
正
十
年
（
一
五
一
三
）

の
こ
と
と
し
て
、
「
臥
蛇
島
貢
物
」
の
こ
と
が
み
え
る
の
で
、
中
世
に
お
い
て
ト

カ
ラ
列
島
が
け
っ
し
て
渡
る
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
の
断
絶
感
が
あ
っ
た
と
は
い

え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
記
述
が
そ
の
後
、
継
続
的
に
出
て
く
る
わ
け
で

も
な
い
。

そ
も
そ
も
延
慶
本
「
平
家
物
語
」
に
「
島
ノ
数
十
ニ
ア
ム
ナ
ル
内
」
と
あ
る
の

で
、
ト
カ
ラ
列
島
は
古
く
か
ら
そ
の
存
在
が
日
本
国
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
だ
（
奄
美
・
琉
球
と
は
異
質
）
。
そ
れ
で
い
て
ト
カ
ラ
列
島
は
日
本
に
従

属
し
て
い
な
い
と
言
う
の
だ
か
ら
、
境
界
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
と
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
な
お
、
烏
越
賠
之
（
一
九
八
二
）
は
三
島
村
と
十
島
村
と
を

一
体
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
の
認
識
は
中
世
に
ま
で
遡
れ
る
も
の
で

は
な
い
。

（
７
）
「
種
子
島
家
譜
」
が
明
治
期
の
記
録
ま
で
収
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
史
料

的
価
値
に
疑
念
を
も
つ
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
増
村
宏
弓
種
子
島
家
譜
」

解
説
」
（
ぶ
ど
う
の
木
出
版
の
第
六
冊
）
に
よ
れ
ば
、
種
子
島
家
に
家
譜
編
纂
事

業
が
起
こ
っ
た
の
が
十
八
代
久
時
（
一
六
三
九
～
一
七
二
二
）
か
ら
だ
と
い
う
。

そ
れ
が
基
に
な
っ
て
「
櫛
子
鳥
家
譜
」
が
出
来
上
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の

頃
、
先
祖
の
事
績
を
記
述
し
た
も
の
が
す
で
に
あ
っ
て
、
逐
次
的
に
譜
き
継
が
れ

て
き
た
先
行
文
書
を
文
字
ど
お
り
編
纂
し
た
の
で
あ
っ
て
、
虚
構
を
交
え
て
書
き

一
一
一
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七
島
（
口
之
島
、
中
之
島
、
臥
蛇
島
、
平
島
、
諏

換
え
た
と
い
う
質
の
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
中
世
の
部
分
に
お
い
て
も
、

『
種
子
島
家
譜
』
の
記
述
は
信
頼
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
８
）
小
圃
公
雄
（
一
九
九
五
）
の
指
摘
に
よ
る
と
、
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
や
元

徳
三
年
（
一
三
三
一
）
や
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
の
文
瞥
ま
で
は
「
十
二
烏
の

ち
と
う
し
き
」
「
「
十
二
島
の
ち
と
う
し
き
」
「
十
二
烏
地
頭
職
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、

貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
に
は
「
同
国
河
辺
郡
同
十
八
島
」
の
表
現
が
突
如
と

し
て
出
て
く
る
。
お
そ
ら
く
前
三
者
の
「
十
二
島
」
は
延
慶
本
と
同
じ
「
端
五
島
」

＋
「
奥
七
島
」
で
、
後
者
の
「
十
八
島
」
は
小
園
の
解
釈
の
と
お
り
六
島
プ
ラ
ス

十
二
島
と
考
え
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
五
島
が
六
島
に
増
え
た
の
は
「
端
五
島
」

に
黒
島
を
加
え
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
旧
来
は
ト
カ
ラ
列
島
を
「
七
島
」
と

称
し
て
い
た
も
の
が
「
十
二
島
」
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
数
日
後
の
条

に
は
「
薩
摩
国
川
辺
郡
同
拾
猷
鳥
此
外
五
島
」
と
い
う
表
現
も
出
て
く
る
が
、

こ
れ
は
黒
島
を
併
合
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
古
い
認
識
が
不

用
意
に
出
て
し
ま
っ
た
の
か
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
９
）
「
三
島
村
誌
』
同
章
第
四
節
「
海
賊
横
行
」
で
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
の
文

訪
之
瀬
島
、
宝
島
、
横
当
島
）
坊
泊
津
、
そ
れ
に
応
永
十
九
年
か
ら
知
行
分
に
入
っ

た
黒
島
の
う
ち
種
子
島
氏
知
行
と
し
て
認
め
ら
れ
た
所
を
除
き
、
閉
所
た
る
竹

島
、
硫
黄
島
、
黒
島
、
そ
れ
に
七
島
と
坊
泊
津
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
黒
島
ま
る

ご
と
で
は
な
く
、
島
の
一
部
が
種
子
島
氏
、
別
の
一
部
が
新
し
い
領
主
（
伊
集
院

継
久
）
と
領
有
権
を
分
け
て
考
え
て
い
る
。
こ
れ
も
穏
当
な
考
え
だ
ろ
う
。

（
皿
）
念
の
た
め
付
言
し
て
お
く
が
、
こ
の
一
四
一
二
年
ま
で
硫
黄
島
と
黒
島
と
の
交

流
が
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
風
や
波
の
条
件
が
合
え
ば
、
日
常

的
に
行
き
来
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
繰
り
返
す
が
、
そ
の
よ
う
な
交
流
・
交
易
と
統

治
・
管
理
（
徴
税
シ
ス
テ
ム
の
構
築
な
ど
）
と
は
別
問
題
で
あ
る
。

（
ｕ
）
永
山
修
一
（
二
○
○
二
）
は
、
屋
久
島
・
口
永
良
部
島
の
管
轄
が
大
隅
国
か
ら

薩
摩
国
に
変
更
さ
れ
た
の
を
「
遅
く
と
も
」
「
一
二
世
紀
末
」
と
す
る
。
成
経
が
、

「
薩
摩
方
沖
の
小
島
（
硫
黄
島
）
に
我
有
り
と
」
の
歌
を
詠
ん
だ
の
は
「
千

載
集
」
成
立
二
一
八
八
年
）
以
前
の
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
硫
黄
島
も
薩

五
島
（
多
祢
島
、
屋
久
島
、

書
を
引
用
し
て
、
そ
の
中
に
あ
る
「
五
島
七
島
」
を
「

永
良
部
島
、
硫
黄
島
、
竹
島
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二

二

摩
方
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
永
山
説
と
符
合
す
る
。
こ
の
移
管

は
お
そ
ら
く
、
阿
多
忠
景
（
持
鉢
松
遺
跡
の
関
係
者
）
の
活
躍
と
無
関
係
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

（
胆
）
延
慶
本
「
平
家
物
語
」
の
す
べ
て
の
表
現
が
現
地
の
地
理
と
符
合
す
る
と
指
摘

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
硫
黄
島
に
は
長
さ
一
、
二
丁
の
砂
浜
な
ど
存
在
し
な
い

の
に
、
延
慶
本
で
は
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
。
「
白
氏
文
集
」
や
「
和
漢
朗
詠
集
」

の
表
現
に
よ
っ
て
硫
黄
島
を
観
念
的
に
描
写
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
延
慶
本

に
お
け
る
硫
黄
島
周
辺
の
描
写
は
、
現
地
の
地
理
に
根
差
し
た
部
分
を
核
と
し
つ

つ
も
、
虚
構
的
な
層
が
後
次
的
に
重
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
重
層
的
な
構
造
を
呈
し

た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
構
造
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
述
べ

る
。

（
過
）
「
日
本
書
紀
」
白
推
四
年
（
六
五
三
）
に
出
る
「
竹
島
」
が
三
島
村
の
竹
島
で

あ
る
か
ど
う
か
の
確
証
は
な
い
。
三
島
村
の
竹
島
の
古
名
が
「
白
石
の
島
」
で

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
口
永
良
部
島
は
「
種
子
島
家
譜
」
な
ど
で
は
「
恵

良
部
島
」
だ
が
、
こ
の
古
名
が
「
ア
コ
シ
キ
の
島
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

「
ア
コ
シ
キ
」
の
「
ア
」
が
脱
落
す
る
と
コ
シ
キ
で
、
ク
シ
キ
も
音
が
近
い
。
甑
島
、

串
木
野
、
串
良
、
岸
良
、
串
間
な
ど
南
九
州
に
は
類
似
の
地
名
が
多
い
。
こ
れ
ら

の
元
は
、
記
紀
に
出
る
「
奇
（
く
）
し
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
秘
的
だ
、
霊

妙
だ
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
。

〔
参
考
文
献
〕
資
料

「
延
慶
本
平
家
物
語
本
文
編
」
（
勉
誠
社
、
一
九
九
○
）
。
適
宜
、
汲
古
瞥
院
刊
の
影

印
本
（
一
九
八
二
～
八
三
）
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
「
鴫
」
を
「
島
」
と
改
め
る

な
ど
一
部
表
記
を
変
更
し
た
。

「
上
屋
久
町
郷
土
誌
」
（
上
屋
久
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
四
）

「
三
国
名
勝
図
会
」
巻
之
二
十
八
（
天
保
十
四
年
刊
、
一
九
七
二
の
青
潮
社
版
に
よ
る
）

『
七
島
問
答
」
（
鹿
児
島
県
立
図
書
館
蔵
）
…
明
治
十
七
年
の
頃
、
鹿
児
島
県
令
渡
辺

千
秋
の
命
に
従
っ
た
白
野
夏
雲
（
鹿
児
島
県
職
員
）
が
ト
カ
ラ
列
島
を
実
地
調
査
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「
語
文
研
究
九
号
）

鳥
越
暗
之
（
一
九
八
二
）
「
ト
カ
ラ
列
島
社
会
の
研
究
」
東
京
》
御
茶
の
水
書
房

中
村
明
蔵
（
一
九
九
五
）
「
古
代
文
献
に
見
え
る
『
吐
火
羅
亡
（
「
十
島
村
誌
」
第
二

〔
参
考
文
献
〕
研
究
書
・
論
文

網
野
善
彦
（
二
○
○
○
）
「
「
日
本
」
と
は
何
か
」
東
京
恥
講
談
社

池
畑
耕
一
（
一
九
九
八
）
「
考
古
資
料
か
ら
見
た
古
代
の
奄
美
諸
島
と
南
九
州
」
（
「
列

島
の
考
古
学
」
、
河
出
書
房
新
社
）

井
上
光
貞
（
初
出
一
九
六
○
）
「
吐
火
羅
・
舎
衛
考
」
（
「
井
上
光
貞
著
作
集
」
、
岩
波

書
店
、
一
九
八
六
）

上
村
孝
二
（
一
九
五
九
）
「
語
業
「
肥
前
か
ら
薩
摩
へ
」
」
（
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会

小
剛
公
雄
（
一
九
九
五
二
南
北
朝
時
代
・
室
町
時
代
の
ト
カ
ラ
ー
支
配
の
変
遷
」
（
「
十

編
第
二
章
第
一
節
）

中
村
伸
一
（
一
九
七
、

烏
村
誌
」

利
光
三
津
夫

研
究
会
）

し
た
際
の
報
告
書
。

「
拾
島
状
況
録
」
（
笹
森
儀
助
箸
、
昭
和
十
四
年
、
青
森
県
立
図
書
館
蔵
、
鹿
児
島
県

立
図
書
館
の
転
写
本
に
よ
る
）

「
生
活
誌
屋
久
島
に
生
き
て
」
（
上
屋
久
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
四
）
所
収
の
竪

山
初
（
明
治
四
十
二
年
二
月
生
）
著
「
口
永
良
部
島
に
生
き
て
」

「
種
子
島
家
譜
」
（
ぶ
ど
う
の
木
出
版
、
二
○
○
三
）

「
十
島
村
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
集
中
之
島
文
普
」
（
十
島
村
教
育
委
員
会
、

一
九
八
○
）

「
十
島
村
誌
」
（
十
島
村
教
育
委
員
会
、
一
九
九
五
）

「
三
島
村
誌
」
（
三
島
村
教
育
委
貝
会
、
一
九
九
○
）

「
屋
久
町
郷
土
誌
」
第
二
巻
村
落
誌
・
中
（
屋
久
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
五
）

『
屋
久
町
誌
」
（
屋
久
町
教
育
委
員
会
、
一
九
六
四
）

薩摩硫黄烏の境界性と「平家物語」

（
一
九
七
○
）
「
ト
カ
ラ
列
島
・
中
之
島
の
自
然
」
（
十
島
村
立
中
之
島
中

第
二
編
第
三
章
第
一
節
）

二
九
八
二
「
流
罪
考
」

（
「
律
令
制
の
研
究
」
、
慶
応
義
熟
大
学
法
学

学
校
、
私
家
版
、
鹿
児
島
県
立
図
書
館
蔵
）

永
山
修
一
（
一
九
九
三
）
「
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
・
イ
オ
ウ
ガ
シ
マ
考
」
（
「
日
本
律
令
制
論

集
」
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
）

永
山
修
一
（
二
○
○
二
）
「
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
の
古
代
・
中
世
」
（
「
東
北
学
」
六
号
）

永
山
修
一
（
二
○
○
二
）
「
南
九
州
の
古
代
交
通
」
（
「
古
代
交
通
研
究
」
一
二
号
）

永
山
修
一
（
二
○
○
七
）
「
文
献
か
ら
見
る
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
と
城
久
遺
跡
群
」
（
「
東
ア

ジ
ア
の
古
代
文
化
」
一
三
○
号
）

永
山
修
一
（
二
○
○
八
）
「
古
代
・
中
世
の
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
と
喜
界
島
」
（
「
沖
縄
研
究

ノ
ー
ト
」
一
七
号
）

野
口
実
二
九
九
五
）
「
薩
摩
と
肥
前
」
（
「
鹿
児
島
中
世
史
研
究
会
報
」
五
○
号
）

野
口
実
（
二
○
○
二
）
「
列
島
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
の
平
泉
」
（
入
間
田
宣
夫
・
本
潔

慎
輔
編
「
平
泉
の
世
界
」
高
志
番
院
）

村
井
章
介
二
九
九
七
）
「
中
世
国
家
の
境
界
と
琉
球
・
蝦
夷
」
（
「
境
界
の
日
本
史
」
、

山
川
出
版
社
）

元
木
泰
雄
（
一
九
八
三
）
「
摂
関
家
に
お
け
る
私
的
制
裁
に
つ
い
て
’
十
一
・
二
世
紀

を
中
心
に
ｌ
」
（
「
日
本
史
研
究
」
二
五
五
号
）

山
田
尚
二
（
一
九
九
五
）
「
近
世
の
吐
鴫
卿
列
島
」
（
「
十
島
村
誌
」
）

柳
原
敏
昭
（
二
○
○
三
）
「
平
安
末
～
鎌
倉
期
の
万
之
瀬
川
下
流
地
域
Ｉ
研
究
の
成
果

と
課
題
ｌ
」
（
「
古
代
文
化
」
五
五
巻
二
号
）

柳
原
敏
昭
（
二
○
○
五
）
「
中
世
万
之
瀬
川
下
流
地
域
の
様
相
に
つ
い
て
」
（
羽
下
徳

彦
編
「
中
世
の
地
域
と
宗
教
」
吉
川
弘
文
館
）

二

三
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